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第１章 計画の基本的事項 

 

１ 計画見直しの趣旨 

（１）新たな循環型社会形成推進計画の策定 

○ 県では、循環型社会の形成を推進し、ごみの最終処分量ゼロを目指す「ごみゼロやまがたの

実現」に向けて、2006（平成18）年３月に「山形県循環型社会形成推進計画～ごみゼロやまがた

推進プラン～」を策定、2012（平成24）年３月に、同計画の理念を継承しながら、低炭素社会の

構築も意識した「第２次山形県循環型社会形成推進計画～ごみゼロやまがた推進プラン～」に

改定、さらに、本県が2020（令和２）年８月に行った「ゼロカーボンやまがた2050宣言」に基づ

くカーボンニュートラルの実現や大規模自然災害発生時の災害廃棄物の円滑・迅速な処理に向

けた対応などの諸課題の解決に向け、2021（令和３）年３月に、「第３次山形県循環型社会形成

推進計画」（以下「本計画」という。）に改定し、ごみゼロやまがた県民運動の展開、３Ｒに係る

研究・技術開発やリサイクル施設整備への支援、不法投棄の未然防止を始めとする廃棄物の適

正処理の徹底に取り組んできました。 

○ これらの取組みにより、ごみ（一般廃棄物）・産業廃棄物の排出量及び最終処分量については、

目標達成に向け順調な進捗が見られています。その一方、コロナ禍や頻発する自然災害等の影

響もあり、基本目標の一つである「全国一ごみの少ない県」の達成には至っておらず、１人１

日当たりのごみ（一般廃棄物）の排出量等の目標達成に向けてなお一層の取組みが必要です。

また、本県では、食品廃棄物や家畜のふん尿などの廃棄物系バイオマスの肥飼料等の原料への

活用や、エネルギー源（バイオマス発電、バイオガス発電）としての循環利用等の様々な取組

みが行われているほか、山形県リサイクル認定製品の販売額も年々増加しており、循環型産業

の着実な進展が見られています。しかし、産業廃棄物のリサイクル率は直近値が本計画策定時

より低下しており、地域経済の活性化や雇用創出が求められる中で、廃棄物の適正な循環利用

を促進していくためには、資源循環を担う県内産業の振興をより一層推進していくことが重要

です。 

○ また、海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応

を契機として、国内におけるプラスチックに係る資源循環の促進等の重要性が高まっています。

2022（令和４）年４月には、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（以下「プラス

チック資源循環促進法」という。）が施行され、政府が2019（令和元）年５月に策定した「プラ

スチック資源循環戦略」を踏まえ、プラスチックに係る資源循環の実現に向けて、各主体が参

画し、相互に連携しながら、効率的で持続可能な資源循環を可能とする環境整備を進めていく

こととされています。 

○ さらに、2024（令和６）年８月に、政府の第五次循環型社会形成推進基本計画（以下「循環基

本計画」という。）が閣議決定されました。循環基本計画においては、循環型社会の形成に向け

て、循環経済への移行を推進することが鍵とされています。循環経済への移行は、我が国が直

面する環境・経済・社会それぞれの課題を解決しながら新たな市場を作り、国民の暮らしを改

善して現在及び将来の国民一人一人の「ウェルビーイング／高い生活の質」を高めるものであ

り、持続可能な社会を実現し持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を達成するためにも重要な要素
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であるとされています。本県でも、循環基本計画の中長期的な方向性を共有するとともに、地

方公共団体に期待される役割を果たすため、本県における循環資源の状況を把握し、住民、事

業者、ＮＰＯ・ＮＧＯ、有識者等と連携する仕組みを構築し、地域の特性に応じて、循環資源

を各地域・各資源に応じた最適な規模で循環させる仕組みづくりを主導するなど、地域循環共

生圏を始めとする地域循環システムの構築に向けて中核的な役割を担う必要があります。 

○ 加えて、本県でも近年、自然災害が激甚化・頻発化しており、災害廃棄物の円滑・迅速な処

理に備え、市町村災害廃棄物処理計画の適切な運用や、災害事例を踏まえた災害廃棄物処理計

画の見直しなど、非常時に備えた取組みも引き続き重要となっています。 

○ これらの課題に対応し、引き続き効果的かつ的確に取組みを推進していくため、本計画の計

画期間（2021（令和３）年度から2030（令和12）年度）の中間年である2025（令和７）年度に見

直しを行いました。 

 

（２）関連計画を統合した一体的な取組みの推進 

○ 食品ロスは、家庭系ごみ・事業系ごみ（一般廃棄物）や、食品の製造過程で発生する動植物

性残さ等（産業廃棄物）として排出されることから、本計画との整合性を取り、連携して取り

組む必要があります。また、海岸漂着物対策にはプラスチックごみ等廃棄物の排出抑制や適正

処理を含めた取組みが必要となります。 

○ これらの課題等に一体的に対応し、施策をより一層効果的かつ的確に推進していくため、本

計画策定時に「山形県食品ロス削減推進計画」と「山形県海岸漂着物対策推進地域計画」を統

合しました。 

① 食品ロス削減推進計画 

○ 県では、2016（平成28）年度から、「食品ロスの削減」を「ごみゼロやまがた県民運動」

の展開方針の柱の一つとして位置付け、家庭と職場に対し啓発を行ってきました。2019（令

和元）年10月には、新たに「食品ロスの削減の推進に関する法律」（以下「食品ロス削減推

進法」という。）が施行され、県民運動として食品ロスの削減を推進することとしました。 

○ 食品ロス削減推進法には、都道府県食品ロス削減推進計画策定の努力義務が定められて

います。 

○ 引き続き「全国一ごみの少ない県」を目指し、食品ロスの削減について、廃棄物処理計

画と整合性を取り連携して取り組むため、「山形県食品ロス削減推進計画」にも位置付けら

れている本計画の中間見直しを行いました。 

② 海岸漂着物対策推進地域計画 

○ 2009（平成21）年７月、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及

び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」が施行されました。県で

は、同法に基づき、2011（平成23）年３月に、「裸足で歩ける庄内海岸」を基本目標とした

「山形県海岸漂着物対策推進地域計画～美しいやまがたの海づくりプラン～」（以下「第１

次地域計画」という。）を策定し、様々な取組みを行いました。その結果、海岸漂着物に対

する県民意識が高まるなど効果が現れた部分もありますが、いまだに海岸漂着物はなくな

っていません。 
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○ その後、漂流ごみ・海底ごみへの対応やマイクロプラスチック対策が必要になったこと

から、2018（平成30）年６月に同法の一部改正が行われ、法律名も「美しく豊かな自然を保

護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等

の処理等の推進に関する法律」（以下「海岸漂着物処理推進法」という。）に変更されまし

た。 

○ 政府においては、2019（令和元）年５月、海岸漂着物の大半を占めるプラスチックの使

用抑制、排出抑制、リサイクルの推進及び適正処理になお一層取り組むため、「プラスチッ

ク資源循環戦略」、「海岸漂着物処理推進法に基づく基本方針の変更」及び「海洋プラスチ

ックごみ対策アクションプラン」を閣議決定し、また、同年６月に我が国で開催されたＧ

20大阪サミットにおいて、2050（令和32）年までに海洋プラスチックごみによる追加的な

汚染をゼロにまで削減することを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が採択さ

れ、各国との連携が強化されました。今や海岸漂着物は世界規模の問題であり、発生抑制

対策と一体的に取り組む必要があります。 

○ 本県では海岸漂着物問題に対して積極的な取組みが行われており、回収活動については、

海岸管理者、市町村、地域住民、企業及び民間団体など様々な主体により実施されていま

す。しかし、人口減少に伴い、今後の海岸清掃ボランティア参加者数の減少が懸念されま

す。 

○ これらの新たな課題等に対応し、引き続き「裸足で歩ける庄内海岸」を目指し、海洋プ

ラスチックごみ対策などについて、廃棄物処理計画と整合性を取り連携して取り組むとと

もに、陸域を含めた流域単位での発生抑制対策を推進するため、「第２次山形県海岸漂着物

対策推進地域計画」（以下「第２次地域計画」という。）にも位置付けられている本計画の

中間見直しを行いました。 

 

２ 計画の性格 

本計画は、本県が循環型社会を実現するために、中長期的に目指すべき基本的方向や県の施

策、県民・ＮＰＯ・事業者・市町村等の各主体の行動指針などを示すもので、「第４次山形県環

境計画」の分野別計画に当たり、その内容は「第４次山形県総合発展計画」と統一した方向を持

つものです。 

また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第５条の５第１

項の規定による都道府県廃棄物処理計画、食品ロス削減推進法第 12条第１項の規定による都道

府県食品ロス削減推進計画、海岸漂着物処理推進法第 14条第１項の規定による都道府県海岸漂

着物対策推進地域計画としても位置付け、統合的に策定するものです。 
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【計画の位置付け】 

 

  

環境基本法 

環境基本計画 

循環型社会形成推進基本法 

循環型社会形成推進計画 

廃棄物処理法 
＜廃棄物の適正処理＞ 

資源有効利用促進法 
＜３Ｒの推進＞ 

廃棄物処理基本方針 

＜個別物品の特性に応じた規制＞ 

容器包装リサイクル法 

＜個別問題への対策法＞ 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ資源循環促進法 

再資源化事業等高度化法 

＜脱炭素化と資源循環の 

一体的な促進＞ 

第３次山形県循環型社会形成推進計画 

食品ロス削減推進法 

海岸漂着物処理推進法 海岸漂着物対策基本方針 

食品ロス削減推進基本方針 

＜国等が率先して再生品などの調達を推進＞ 

グリーン購入法 

家電リサイクル法 

建設リサイクル法 

自動車リサイクル法 小型家電リサイクル法 

食品リサイクル法 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ資源循環基本方針 

第４次山形県総合発展計画 

廃棄物処理計画 

山形県食品ロス削減推進計画 

第２次山形県海岸漂着物対策推進地域計画 

山形県災害廃棄物処理計画 

山形県ごみ処理の広域化及び 

ごみ処理施設の集約化計画 

市町村一般廃棄物処理計画 

市町村災害廃棄物処理計画 

市町村食品ロス削減推進計画 

＜個別計画＞ 

＜個別計画＞ 

＜国の法律・計画＞ ＜県の条例・計画＞ 

山形県環境基本条例 

第４次山形県環境計画 

等 

等 

＜市町村の計画＞ 

山形県分別収集促進計画 

市町村分別収集計画 

シップ・リサイクル法 
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【第４次山形県総合発展計画、第４次山形県環境計画と本計画の対応関係】 

【第４次山形県総合発展計画の県づくり推進方向】 

政策の柱１ 次代を担い地域を支える人材の育成・確保 

政策の柱２ 競争力のある力強い農林水産業の振興・活性化 

政策の柱３ 高い付加価値を創出する産業経済の振興・活性化 

政策の柱４ 県民が安全・安心を実感し、総活躍できる社会づくり 

政策の柱５ 未来に向けた発展基盤となる県土の整備・活用 

      政策１ 暮らしや産業の発展基盤となるＩＣＴなど未来技術の早期実装 

      政策２ 国内外の活力を呼び込む多様で重層的な交通ネットワークの形成 

      政策３ 地域の豊かな自然と地球の環境を守る持続可能な地域づくり 

          （１）自然環境や文化資産の保全・活用・継承 

          （２）地球温暖化を防ぐ脱炭素社会づくり 

          （３）再生可能エネルギーの導入拡大 

          （４）環境負荷を軽減する地域づくり 

      政策４ 地域の特性を活かし暮らしを支える活力ある圏域の形成 

      政策５ 持続可能で効果的な社会資本の維持・管理の推進 

 

【第４次山形県環境計画における基本目標】 

施策の柱１ 持続可能な社会をけん引する人づくりと県民総ぐるみによる運動の展開 

施策の柱２ 気候変動対策による環境と成長の好循環（グリーン成長）の実現 

施策の柱３ 再生可能エネルギーの導入拡大による地域の活性化 

施策の柱４ ３Ｒの推進による循環型社会の構築 

施策の柱５ 生物多様性を守り、活かす自然共生社会の構築 

施策の柱６ 良好な大気・水環境の確保と次世代への継承 

 

 

 

 

 

 

  

第３次山形県循環型社会形成推進計画（廃棄物処理計画） 

（山形県食品ロス削減推進計画） 

（第２次山形県海岸漂着物対策推進地域計画） 
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【本計画中の食品ロス削減推進計画、海岸漂着物対策推進地域計画のイメージ】 

山形県循環型社会形成推進計画 

第１章 計画の基本的事項 

１ 計画見直しの趣旨 

（２）関連計画を統合した一体的な取組みの推進 

① 食品ロス削減推進計画 

② 海岸漂着物対策推進地域計画  

２ 計画の性格 

３ 計画の期間 

４ 計画の対象 

第２章 計画の基本方針 

１ 山形県が目指す将来の姿 

２ 計画の基本目標 

３ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）による施策の推進 

第３章  循環型社会等に関する現状・課題と将来予測 

１ 基本的数値目標の達成状況 

２ 食品ロスに関する現状と課題  

３ 海岸漂着物対策に関する現状と課題  

４ 廃棄物の将来予測 

５ 循環型社会に関する県民の意識と行動 

第４章  計画の基本的数値目標  

第５章 施策の柱と展開方向 

１ 資源循環型社会システムの形成（３Ｒの推進） 

（４）食品ロスの削減  

２ 資源の循環を担う産業の振興（循環型産業の支援） 

３ 廃棄物の適正な処理による環境負荷の低減（廃棄物の適正処理の推進） 

（４）海岸漂着物等の回収及び発生抑制の促進  

第６章 計画の推進体制 

山形県食品ロス削減推進計画 

第２次山形県海岸漂着物対策推進地域計画 

※マークのない章・項目にも、これらの計画に関連する内容が含まれます。  
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３ 計画の期間 

 本計画の対象期間は、2021（令和３）年度から 2030（令和 12）年度までの 10年間としま

す。（見直し後の計画の対象期間は 2026（令和８）年度から 2030（令和 12）年度までの５年間

です。） 

 

４ 計画の対象 

本計画の対象は、循環型社会形成推進基本法で定める廃棄物等（廃棄物及び使用済物品又は副

次的物品）及び海岸漂着物処理推進法で定める海岸漂着物等です。 

なお、食品ロスは、発生元や種類に応じて、一般ごみ、事業系ごみ又は産業廃棄物として排出

されます。 

 

本計画の対象（廃棄物処理計画） 

 

※１ 生活系ごみのうち、資源ごみ、集団回収ごみ等を除いたものを、特に「家庭系ごみ」と定義している。 

※２ 爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの。 

※３ 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要

物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ば

いじん、これら 19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの。 

※４ 爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの。 

 

使用済物品又は副次的物品 

（古紙、鉄くず、間伐材等） 

廃棄物等 

廃棄物 

一般廃棄物 

産業廃棄物（※３） 

一般ごみ 

（可燃ごみ、不燃ごみなど） 

粗大ごみ 

生活系ごみ（※１） 

ごみ 

し尿 

事業系ごみ 

特別管理一般廃棄物（※２） 

災害廃棄物 

特別管理産業廃棄物（※４） 
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海岸漂着物等は、プラスチック類、ガラス・陶磁器類、金属類及び木類などの人工物と、流木・

潅木・海草等の自然物に大別されます。 

 

本計画の対象（海岸漂着物対策推進地域計画） 

 

※ 海岸漂着物等：海岸漂着物及び海岸に散乱しているごみその他の汚物又は不要物並びに漂流ごみ等。 

  海岸漂着物：海岸に漂着したごみその他の汚物又は不要物。 

  漂流ごみ等：我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底に存するごみその他の汚物又は不要物。 

 

なお、海岸漂着物等が海岸管理者により回収された場合は一般廃棄物又は産業廃棄物に、ボラン

ティアにより回収された場合は一般廃棄物に分類されます。  

海岸漂着物等（※） 

プラスチック類（食品容器、漁網等） 

ガラス・陶磁器類（空きビン、食器等） 

人工物 

自然物 

金属類（空き缶、金属製キャップ等） 

木類（木材、木片等） 

流木、潅木等 

草、アシ、海草等 



- 9 - 

 

 
 

 

      

 

✎ 循環経済（サーキュラーエコノミー）とは？ 

天然資源などの原材料から、製品を「大量に作って、使って、捨てる」といった、一方通行型の

経済活動を「線形経済（リニアエコノミー）」といいます。線形経済では、資源が大量に消費され、

また、廃棄による環境への大きな負荷が生じるため、将来的に資源の枯渇や環境汚染などのリスク

があります。 

そこで、これまでの日本では、「３Ｒ」（リデュース：ごみになるものを減らす、リユース：繰り

返し使う、リサイクル：資源として再生利用する）を推進してきました。この３Ｒを基本とする「リ

サイクリングエコノミー」は、ごみを減らし、資源をできる限り再使用・再生利用して、有効利用

するものですが、少なからず廃棄物が発生します。 

「循環経済（サーキュラーエコノミー）」とは、従来の３Ｒの取組みに加え、製品・サービスの

生産段階から、資源や製品の再使用・再生利用を前提に設計し、生産から消費までのあらゆる段階

で循環させることで、既存の資源の価値を最大化し、新たな資源やエネルギーの消費や廃棄物の発

生を最小化する経済活動です。 

「循環経済への移行」は、資源の消費や廃棄物の不必要な焼却を抑え、温室効果ガスの排出削減

や環境への負荷軽減になると同時に、企業の経済成長にもつながることから、気候変動や環境汚染

などの環境制約に加え、産業競争力強化、経済安全保障、地方創生などの社会的課題への解決にも

貢献するものであり、環境と経済が両立する持続可能な社会の実現のために重要です。 

 

線形経済 

（リニアエコノミー） 

リサイクリング 

エコノミー 

循環経済 

（サーキュラーエコノミー） 

   

出展：オランダ政府「Circular Economy in the Netherland by2050」（2016）を参考に山形県が作成 

 

  

利用

廃棄物

製品

原材料

利用

廃棄物

製品

原材料

リサイ
クル

製品

利用

リサイ
クル

原材料
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第２章 計画の基本方針 

 

１ 山形県が目指す将来の姿 

 本計画において、本県が目指す将来の姿は次のとおりです。 

① 県民や事業者が高い意識のもと、３Ｒを実行し、ごみの発生量の最小化が図られている。 

② 持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用する循環経済への移行により、持続可能

な社会を実現している。 

③ 循環型産業が発展し、バイオマスプラスチックなどの再生可能資源を利用した様々な製品

が、産業分野や消費生活などのあらゆる場面で広く普及している。 

④ 廃棄物の適正処理や清掃美化活動の推進、ポイ捨て・不法投棄の撲滅により、美しく豊か

な自然環境と快適な生活環境が保たれている。 

⑤ 大規模災害に備えた災害廃棄物処理体制の整備により、安全で安心な生活環境が確保され

ている。 

 

２ 計画の基本目標 

本県が目指す将来の姿の実現を図るため、計画期間（2021（令和３）年度～2030（令和 12）

年度）内に具体的に目指す基本目標は次の３つです。 

 

（１）全国一ごみの少ない県を目指して 

（２）リサイクル等の循環型産業を振興 

（３）裸足で歩ける庄内海岸 

 

○ 本県の１人１日当たりのごみの排出量は、2023（令和５）年度の全国順位で 21位と伸び

悩んでいます。ごみの排出量の更なる削減には、県民・ＮＰＯ・事業者・行政が、相互に連

携・協力することが必要であるため、「全国一ごみの少ない県を目指して」という高い目標

を掲げ、それぞれが主体的・積極的に取り組むものとします。 

○ ごみの削減のためには、循環資源を利用してリサイクル製品等を生産する事業者と、リサ

イクル製品を購入し使用する消費者の双方で循環型産業の振興を図ることが引き続き重要で

す。地域循環共生圏の視点を持ちながら、環境に負荷の少ない循環型社会の構築を図るた

め、「リサイクル等の循環型産業を振興」という目標を掲げて取り組みます。 

○ 本県の美しく豊かな自然環境と快適な生活環境を保つためには、ごみを適正に処理すると

ともに、ポイ捨てや不法投棄されたごみによって山、川、海が汚されないようにする必要が

あります。第１次地域計画に掲げられた「裸足で歩ける庄内海岸」を目標として引き継ぎ、

県民協働で取り組みます。 
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地域循環共生圏のイメージ 

 
（出典：環境省ホームページ https://chiikijunkan.env.go.jp/） 

 

３ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）による施策の推進 

○ 本計画では、ＳＤＧｓの考え方を活用し、環境・経済・社会の連鎖性に着目し、循環型社会

の構築に向けた施策の方向性を示します。 

○ また、第４次山形県環境計画と歩調を合わせ、本県の自然やエネルギー、文化、風土、組

織、コミュニティなどの様々な地域資源を活用し、県民の安全で豊かな暮らしを実現する自

立・分散型の地域社会（本県ならではの「地域循環共生圏」）を構築していきます。 

○ 計画の推進に当たっては、県民、事業者、ＮＰＯ、行政など様々な主体の参画と連携を重視

します。 

○ 57ページに、ＳＤＧｓと施策ごとの関係性の一覧を掲載しています。 

 （出典：国際連合広報センター） 
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第３章 循環型社会等に関する現状・課題と将来予測 

 

１ 基本的数値目標の達成状況 

本計画では、「ごみ（一般廃棄物）」、「産業廃棄物」、「食品ロス対策」及び「海岸漂着物対策」

のそれぞれについて基本的数値目標を設定し、その達成に向けて、「資源循環型社会システムの

形成」、「資源の循環を担う産業の振興」及び「廃棄物の適正な処理による環境負荷の低減」の３

つの施策の柱に沿った事業を展開してきました。 

本計画に基づく、「ごみ（一般廃棄物）」、「産業廃棄物」に係る基本的数値目標の達成状況は次

のとおりです。 

（１）ごみ（一般廃棄物） 

（ア）現状 

① 発生抑制に関する基本的数値目標と実績 

○ 本県のごみ（一般廃棄物）の排出量は長期的に減少しています。人口減少の影響もあります

が、「ごみゼロやまがた県民運動」の展開や、「やまがた環境展」の開催、環境教育の実施など

により県民の３Ｒに関する意識の向上が図られたものと考えられます。 

○ 事業系ごみの排出量は、2020（令和２）年度にコロナ禍の影響により大きく減少し、それ以

降は概ね横ばいで推移しています。長期的には減少傾向を示しており、事業者の３Ｒに関す

る意識の向上が見られているものと考えられます。 

○ １人１日当たりのごみ（一般廃棄物）の排出量は、コロナ禍や災害等の影響による一時的な

増加があったものの、長期的には減少傾向にあります。それでもなお、全国平均を上回ってい

ます。 

○ １人１日当たりの家庭系ごみの排出量は、2018（平成30）年度から2020（令和２）年度まで

増加傾向にありました。その要因としては、コロナ禍や人口減少・少子化に伴う集団資源回収

実施団体の減少・資源回収の機会の減少により、本来、資源として回収されるはずのごみの一

部が、可燃ごみなどとして処理されたことが考えられます。その後、2021年（令和３）年度は

減少が見られましたが、2022（令和４）年度に大雨災害による災害廃棄物の発生が原因と考え

られる増加があり、2023（令和５）年度には再度減少が見られました。 

項目 
計画策定時 

2018(H30) 

現状 

2023(R5) 

中間目標 

2025(R7) 

目標 

2030(R12) 

ごみ（一般廃棄物）の排出量 391千トン 359千トン 350千トン 326千トン 

事業系ごみ（一般廃棄物）の排出量 110千トン 98千トン 94千トン 87千トン 

１人１日当たりのごみ（一般廃棄物）

の排出量 
915ｇ 868ｇ 850ｇ 810ｇ 

１人１日当たりの家庭系ごみ（一般 

廃棄物）※の排出量 
528ｇ 512ｇ 440ｇ 408ｇ 

※ １人１日当たりの家庭系ごみの排出量の算出方法 

「家庭系ごみ」＝「生活系ごみ」－「集団回収量」－「資源ごみ」－「直接搬入ごみのうち資源として利用されたもの」 
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② 資源の循環利用に関する基本的数値目標と実績 

○ 本県が目標指標としている店頭回収量等を含むごみ（一般廃棄物）のリサイクル率は、県

内の一部のごみ焼却施設における焼却残さ（溶融スラグ）のリサイクルの開始及び店頭回収

量等の増加に伴い、上昇傾向にあります。 

なお、市町村による資源化量に基づくリサイクル率（店頭回収量等を含まないもの。）につ

いては、横ばい傾向にあり、全国平均を下回っています。 

 

項目 
計画策定時 

2018(H30) 

現状 

2023(R5) 

中間目標 

2025(R7) 

目標 

2030(R12) 

ごみ（一般廃棄物）のリサイクル率※ 18.2％ 20.2％ 23％ 28％ 

※ 小売店における店頭回収量等を含むリサイクル率を県で独自に算定したもの。 

 （計算式） 

 リサイクル率 ＝ 
市町村資源化量＋集団回収量＋店頭回収量＋家電４品目資源化量＋一般廃棄物処理業者資源化量 

市町村収集量＋集団回収量＋店頭回収量＋家電４品目処理量＋一般廃棄物処理業者処理量 
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１人１日当たりの家庭系ごみ（一般廃棄物）の排出量

目標(R12)：408g

山形県

全国
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③ 適正処理に関する基本的数値目標と実績 

○ ごみの最終処分量は、ごみの排出量及び焼却量の減少に伴う焼却残さの減少及び焼却残さ

のリサイクルの推進に伴い、長期的に減少傾向にあります。 

 

項目 
計画策定時 

2018(H30) 

現状 

2023(R5) 

中間目標 

2025（R7） 

目標 

2030（R12） 

ごみ（一般廃棄物）の最終処分量 35千トン 31千トン 33千トン 31千トン 
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目標(R12)：28%

山形県（店頭回収量等を含む。）

山形県（店頭回収量等を含まない。）

全国（店頭回収量等を含まない。）
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ごみ（一般廃棄物）の最終処分量

目標(R12)：31千トン

山形県

全国
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（イ）課題 

○ 家庭系ごみは、紙ごみ、生ごみ及びプラスチックごみが多くを占めています。資源ごみ（古

紙類、衣類、食品トレー、ペットボトル等）の分別回収の徹底、食品ロスの削減、使い捨てプ

ラスチック製品等の使用削減に向け、家庭や事業者への周知啓発を通して、県民のライフスタ

イルの変革を促すとともに、地域における集団回収、小売店における店頭回収、使用済み製品

のリユース・リサイクル事業をより一層推進する必要があります。 

○ 事業系ごみについては、事業者に向けた資源ごみ（古紙類、古繊維等）の分別徹底の働きか

けや、事業者による３Ｒ推進の取組みへの支援を強化する必要があります。 

○ リサイクル率の向上や最終処分量の削減に向けては、市町村・一部事務組合におけるプラス

チック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化の実施や、リサイクル施設やエネルギー回収型ご

み処理施設等の導入等の体制整備が必要です。 

 

（２）産業廃棄物 

（ア）現状 

① 発生抑制に関する基本的数値目標と実績 

○ 産業廃棄物の排出量は、経済活動の状況による変動がありますが、長期的には減少傾向に

あります。 

○ 種類ごとの排出量をみると、2023（令和５）年度は汚泥、動物のふん尿、がれき類の３種類

が全体の80％以上を占めています。2018（平成30）年度と比較すると、主に建設業から排出

されるがれき類の排出量が大きく減少しており、産業廃棄物の排出量の減少の一因になって

います。 

 

項目 
計画策定時 

2018(H30) 

現状 

2023(R5) 

中間目標 

2025（R7） 

目標 

2030（R12） 

産業廃棄物の排出量 3,805千トン 3,582千トン 3,497千トン 3,492千トン 
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全国（万トン）山形県（千トン）
産業廃棄物の排出量

目標(R12)：3,492千トン

山形県

全国
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産業廃棄物の種類別の排出量（平成 30年度・令和５年度） 

 
 

 

② 資源の循環利用に関する基本的数値目標と実績 

○ 産業廃棄物のリサイクル率は、年度によって変動しながら推移していますが、2023（令和

５）年度は、本計画策定時より低下しました。 

○ 汚泥は、脱水や乾燥処理により水分が大きく減量化されるため、処理後に再生利用される

量が少ないことから、汚泥の排出量が増加した場合、リサイクル率は低下する傾向にありま

す。一方、がれき類は、ほとんどが再生骨材として再生利用されることから、がれき類が増

加した場合、リサイクル率は上昇する傾向にあります。経済活動の状況による産業廃棄物の

種類ごとの排出量の変動が、リサイクル率の変動に影響しており、2023（令和５）年度はが

れき類の排出量が減少したことから、リサイクル率が低下したものです。 

 

項目 
計画策定時 

2018(H30) 

現状 

2023(R5) 

中間目標 

2025（R7） 

目標 

2030（R12） 

産業廃棄物のリサイクル率 59.9％ 55.2％ 60％ 60％ 
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産業廃棄物の処理状況（令和５年度） 

 

 

③ 適正処理に関する基本的数値目標と実績 

○ 産業廃棄物の最終処分量は、産業廃棄物の種類ごとに増減があるものの、その合計は目標

値前後で推移しています。 
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排出量 3,582 1,301 853 723 224 93 92 75
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項目 
計画策定時 

2018(H30) 

現状 

2023(R5) 

中間目標 

2025（R7） 

目標 

2030（R12） 

産業廃棄物の最終処分量 136千トン 122千トン 125千トン 124千トン 

 

 

 

種類別の最終処分量（平成30年度・令和５年度） 

  

 

（イ）課題 

○ 産業廃棄物の排出量、リサイクル率等は、経済活動の状況により変動しますが、その中でも

排出量が多く、リサイクル（再生利用）率が低い「汚泥」、「廃プラスチック類」等、庄内地域に

おいて排出量が多く、再生利用が進んでいない「使用済み瓦」（ガラスくず、コンクリートくず

及び陶磁器くず）、産業廃棄物焼却施設による処理後にほとんどが埋め立て処分されている「燃

え殻」及び「ばいじん」等、本県の課題を的確にとらえ、廃棄物排出量削減やリサイクルの推

進に取り組む必要があります。 

○ また、社会的課題となっている「バイオマス」、「太陽光パネル」、「リチウム蓄電池」等の廃

棄物の高度な再資源化技術や、再生可能資源の利用等により天然資源の消費を抑制する省資源

化技術の開発・導入を推進する必要があります。 
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○ 循環経済への移行に向けては、上記のような様々な課題があり、その解決に向けては、廃棄

物処理・リサイクル業等の静脈産業だけでなく、製造業・小売業等の動脈産業、大学等の学術・

研究機関等の多様な主体が連携して取り組んでいくことが重要です。 

〇 産業廃棄物最終処分場については、産業廃棄物の排出量が経済情勢に左右されることや、再

生利用及び減量化の進展により最終処分量が減少する傾向にある一方で、新たな整備には長期

間を要すること、近年、頻発している自然災害発生時において被災市町村を支援する上で、産

業廃棄物最終処分場が重要な役割を果たしていることなどを考慮し、十分に余裕をもって施設

整備を進めていく必要があります。 

○ 県内の産業廃棄物最終処分場に大量の県外産業廃棄物が搬入された場合には、県内における

産業廃棄物の適正処理が困難になり、産業活動や県民生活に支障をきたすおそれがあります。

また、最終処分場に対する県民の不信感が増大するため、将来にわたって安定的に産業廃棄物

最終処分場を整備していくことが困難になるおそれがあります。このため、県外からの産業廃

棄物の搬入については、県内産業廃棄物の適正処理に影響を及ぼすことがなく、県民の理解を

得ることができる水準に抑制する必要があります。 

 

２ 食品ロスに関する現状と課題 

（１）現状と課題 

○ 深刻な飢えや栄養不良に苦しむ人々が世界に多く存在する中で、食品ロスの削減が国際的に

も重要な課題とされ、循環基本計画において、ＳＤＧｓを踏まえた家庭系の食品ロス削減目標

として「家庭から発生する食品ロスを 2030年度までに 2000年度比で半減」が設定されていま

す。また、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連携し、国民運動として食品

ロスの削減を推進するため、2019（令和元）年 10月に食品ロス削減推進法が施行されまし

た。 

○ 全国における食品ロスの発生量は、年間 464万トン（2023（令和５）年度）と推計されてい

ます（環境省、農林水産省）。内訳は、事業系が 231万トン（約 50％）、家庭系が 233万トン

（約 50％）とほぼ半々で、食品関連事業者（食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産

業）と家庭の双方に削減を働きかける必要があります。 

○ 県では、食品ロス削減推進法の施行以前である 2016（平成 28）年度から、食品ロスの削減

を「ごみゼロやまがた県民運動」の柱の一つとして位置付け、食べきり運動等に係る周知啓発

を行っています。また、「やまがた環境展」や「県リサイクル認定製品・フードドライブ展示

会」においても周知啓発を図ってきました。 

○ 一方、県内では食品ロス発生量に係る詳細な実態調査が行われておらず、実態が明らかにな

っていません。 

○ また、未利用食品を活用する取組みの一つに「フードバンク活動（フードドライブ）」があ

り、個人・団体・企業・生産者などから提供を受けた食品を、こども食堂や生活困窮者へ提供

する活動を行っています。県においても、県機関内で定期的にフードドライブを実施するほ

か、「やまがた環境展」等のイベント開催時にフードドライブを実施するなど、フードバンク
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活動を支援しています。しかしながら全国的に、フードバンク団体は安定的な活動の継続に課

題を抱えています。 

 

（２）食品ロス発生量の試算方法 

○ 本県では、環境省による「食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用の促進の取組に係る実態調

査」に基づく推計方法に準じ、家庭系食品ロス発生量を次のように試算しています。 

 

a  家庭から排出された食品廃棄物量を推計している市町村については、その合計 

b  家庭から排出された食品廃棄物量を推計していない市町村については、その家庭系収集

ごみ量（粗大ごみを除く。）の合計に、家庭系収集ごみに占める食品廃棄物の全国（aに該

当する市町村）平均割合 xを乗じる。 

b = a × x 

c  a及び bを合計し、本県の家庭系食品廃棄物量として試算する。 

c = a ＋ b 

d  cに、家庭から排出される食品廃棄物量に占める食品ロス（区分：直接廃棄、過剰除

去、食べ残し）の全国（aのうち、食品ロスの区分ごとに推計している市町村）の平均割

合 yを乗じる。 

d = c × y 家庭系食品ロス発生量 

※ 事業系食品ロス発生量については、農林水産省において、食品リサイクル法に基づく「食品

廃棄物多量発生事業者定期報告」及び当該報告者に対するアンケート調査に基づき全国値の推

計を行っていますが、推計方法の詳細が公表されておらず、本県に当てはめて適切に試算する

ことが困難となっています。 

 

（３）食品ロスの削減に関する基本的数値目標と実績 

○ 家庭系食品ロスの発生量は、本計画策定時から横ばいで推移していましたが、2023（令和５）

年度は減少が見られました。 

 

項目 
計画策定時 

2017(H29) 

現状 

2023(R5) 

中間目標 

2025（R7） 

目標 

2030（R12） 

家庭系食品ロス発生量※ 22千トン 20千トン 20千トン 18千トン 

※ 国の試算方法に準拠し、県で独自に試算したもの。 

 

３ 海岸漂着物対策に関する現状と課題 

（１）現状と課題 

○ 本県は本州東北地方に位置し、沿岸部は西に日本海を望む全長約135km（飛島含む。）の海岸

です。海岸線はほぼ南北に直線上に延びており、海岸線の形状から、北の秋田県境から吹浦漁

港までの北部岩礁海岸、吹浦漁港から湯野浜海岸に至る砂浜海岸、湯野浜海岸から新潟県境ま
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での南部岩礁海岸の３地域に区分することができま

す。北部岩礁地帯と南部岩礁地帯には、岩礁地帯の間に

小規模な砂浜が存在しています。砂浜海岸のほぼ中央

に最上川河口があり、海岸線に沿って庄内砂丘が形成

され、海岸線から陸域方向に50ｍ以上の砂地が続き、海

岸砂防林が整備され、背後に庄内平野が広がっていま

す。酒田沖約40kmには県内唯一の離島である飛島があ

り、集落はその東海岸に位置し、漁港が整備されていま

す。西海岸は砂利・礫海岸、海岸段丘となっており、海

岸線から100ｍ程度が岩盤質の浅い海となっています。

本県沿岸には、沖縄付近で黒潮から北へ分かれて日本

海へ向かう対馬海流が流れています。波浪は、冬季には

季節風の影響を受けて高波となり、砂浜では強風により飛砂が発生します。秋田県境から日向

川までの沿岸部と飛島が鳥海国定公園、酒田港南側から新潟県境までの沿岸部が庄内海浜県立

自然公園にそれぞれ指定されています。 

○ 砂浜海岸の中央部の最上川河口には、酒田港が立地し、日本海沿岸や内陸河川交通の要衝と

して発達してきました。また、南部、北部の岩礁部には漁港が点在し、地域経済の一端を担っ

ています。 

○ その他、海水浴場、リゾート施設、観光施設が整備されており、様々な海洋レクリエーショ

ンの場としても利用されています。 

○ 本県を流域とし日本海に流入する水系は、一級河川最上川水系、赤川水系、荒川水系のほか、

二級河川17水系があり、合計20水系となっています。本県の河川は、流域住民の生活用水のほ

か、農業用水、工業用水や水力発電等日常生活や経済活動における重要な役割を果たしていま

す。 

○ 本県では海岸漂着物問題に対して積極的な取組みが行われており、回収活動については、海

岸管理者、市町村、地域住民、企業及び民間団体など様々な主体により実施されています。人

口減少のほか、新型コロナウイルス感染症の流行の影響もあり、海岸清掃ボランティアの参加

者数が一時的に減少しましたが、感染症法上の位置付けが５類感染症に移行した2023（令和５）

年以降は、関係者の取組みにより、以前と同水準に戻っています。 

○ 鶴岡市湯野浜海岸における海岸漂着物の組成調査の結果では、重量ベースで、人工物のうち

約６割がプラスチックで占められていました。海岸漂着物を削減するためには、プラスチック

ごみをいかに減らしていくかが大変重要となります。 

○ 調査区域の中で海水浴場、漁港、港湾区域、飛島海岸な

ど、ボランティアや海岸管理者による回収が頻繁に行われて

いる区域の多くは海岸清潔度が向上していますが、岩礁帯や

消波ブロックが設置されている区域においては、回収作業に

危険が伴い、また、ごみが隙間に入り込み回収が困難となっ

庄内海岸の沿岸の状況 

漂着ごみの状況（遊佐町鳥崎海岸） 
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ていることから、海岸清潔度が向上していない状況にあります。 

○ 海岸漂着物の回収活動を行うと、一時的に海岸はきれいになりますが、その後の季節風等の

影響により新たなごみが漂着してしまいます。回収活動が行われなくてもごみのないきれいな

海岸を維持していくためには、海に流れ出すごみをいかになくすか（＝発生を抑制できるか）

が大変重要です。 

○ 海岸漂着物の多くは、陸域部で意図的、非意図的に発生したごみが元となり、それが河川に

入り込み、海に出ていくことで海岸にたどり着くものが多いと考えられます。したがって、陸

域部での発生抑制、河川部での回収及びそのモニタリングが重要と考えられます。 

○ 海岸に漂着しているものは県内のものに限らず、周辺県又は周辺国から流れ着いているもの

が多くあることから、本県のみならず、周辺県又は周辺国との連携が必要となっています。 

○ 本県でも人口が減少する中、特に若者の人口減少に伴い、海岸清掃ボランティア参加者の減

少が懸念されており、今後も参加者数を確保できるよう、体制づくり・人材育成を図る必要が

あります。また、限られたボランティアによる活動が、より効率的かつ効果的なものとなるよ

うな取組みが必要です。 

○ 更に近年の新たな問題として、マイクロプラスチックがあります。これは製品の原料の一部

として使用された小さなプラスチックが環境中に流れ出たものや、大きなプラスチックが河川

や海を漂う間に紫外線などの影響を受け細かくなったもので、回収が非常に困難であるととも

に、生物が食物等とともに捕食し生態系に大きな影響を及ぼすことから、対策を検討する必要

があります。 

 

 

（２）海岸漂着物対策に関する基本的数値目標と実績 

○ 2021（令和３）年３月に第２次地域計画と統合して策定した本計画において、海岸にごみが

散乱していない状態を表した「裸足で歩ける庄内海岸」を目指す姿として、10年以内に達成す

べき中期目標と、単年度に達成すべき短期目標を設定しています。また、その評価を、「海岸清

潔度」という指標を用いて実施してきています。 
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○ 2025（令和７）年度春期において海岸清潔度ランクが2011（平成23）年度春期より１ランク

以上アップした区域は、調査区域39区域のうち23区域（59.0％）でした。 

○ 海岸清潔度のランクが2011（平成23）年度春期から変わらなかった区域は８区域で全体の

20.5％、ランクが下がった区域は８区域で全体の20.5％であり、まだまだ対策が必要であるこ

とが裏付けられています。 

 

項目 
計画策定時 

2020(R2) 

現状 

2025(R7) 

目標 

2030（R12） 

海岸清潔度ランクが2011(H23)年

度春期より１ランク以上アップし

た区域数 

19区域/39区域 23区域/39区域 39区域/39区域 

 中期目標：毎年度の春期の海岸清潔度のランクを2011（H23）年度春期より

１ランク以上高める。 

短期目標：秋期海岸清潔度のランクを３以上にする。 

     （漂着の著しい区域は、春期海岸清潔度と比較しランクを２以

上高める。） 

※ 海岸清潔度ランクとは、海岸に漂着しているごみの量を表す指標で、海岸10ｍの幅に散乱するごみの量を20Ｌのごみ

袋の数に換算したもの。39区域で調査している。調査方法は、2004（平成16）年、最上川をフィールドに漂着ごみ量

を客観的に評価するための物差しとして、国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所と特定非営利活動法人パー

トナーシップオフィスが協議して開発した「水辺の散乱ゴミの指標評価手法」による。 

ランクが一つ小さい数値は1/2量、一つ大きい数値は２倍量を表す。 

 

４ 廃棄物の将来予測 

 本計画の中間見直しの参考とするため 2024（令和６）年度に実施した「山形県廃棄物実態調

査」において、2024（令和６）年度以降の廃棄物の将来予測を行いました。 

 

（１）ごみ（一般廃棄物） 

① 市町村が処理するごみ排出量の見込み 

 本県の総人口の減少に伴い、市町村が処理するごみ排出量は減少すると予測されます。本計

画策定時の 2018（平成 30）年度と比較して、2025（令和７）年度では 13.2％、2030（令和

12）年度では 18.4％減少すると予測されます。  
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市町村が処理するごみ排出量の実績と予測 

 

 

② 市町村による処理方法ごとの処理量の見込み 

市町村による処理方法ごとの処理量は、各種の施策や施設整備状況によることから、現状の

処理が行われると仮定して、2023（令和５）年度のリサイクル率や最終処分率を用いて推計し

ました。 

各処理量は、排出量の減少に伴い減少するものと予測されます。 

 

市町村による処理方法ごとの処理量の実績と予測 
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（２）産業廃棄物 

① 産業廃棄物処理量の見込み 

本県における過去の各業種別活動量指標（建設業：元請完成工事高、製造業：製造品出荷額

等、上下水道業：県内人口、その他の業種：従業者数）の経年変化に基づく将来の活動量指標

を予測し、2023（令和５）年度実績を基準として、今後の活動量指標の動向と産業廃棄物の排

出量が同様に推移し、かつ、現状の各業種別・種類別の処理・処分率が将来も同じであると仮

定して将来の見込みを推計しました。 

産業廃棄物の排出量は、建設業と電気・水道業が減少傾向で推移するため、全体としても減

少傾向での推移となり、2030（令和12）年度の排出量は3,472千トン、2023（令和５）年度比で

約３％程度減少すると見込まれます。 

 

産業廃棄物処理量の実績と予測 

 

 

５ 循環型社会に関する県民の意識と行動 

県民が循環型社会の形成の推進についてどのような意識を持ち、また、日常生活においてどの

ように行動しているかを把握するため、2025（令和７）年８月から９月にかけて、「県政アンケー

ト調査」を実施しました。 

 

（１）プラスチックごみの削減に向けて行っていること 

プラスチックごみの削減に向けて行っていることについてたずねたところ、「ルールに従って、

ごみを正しく分別する」が88.6％で最も割合が高く、次いで「詰め替え容器に入った製品、簡易

包装の製品、リサイクル製品など環境に配慮した製品を選ぶ」が42.6％、「マイボトルを持参し、

ペットボトルなどの使い捨て飲料容器をできるだけ使用しない」が39.6％の順となっています。 
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（２）プラスチックごみの削減に向けた重要な取組み 

プラスチックごみの削減に向けた重要な取組みについてたずねたところ、「分別方法・廃棄方法

の周知徹底」が62.6％で最も割合が高く、次いで「プラスチックごみ問題の啓発活動、情報発信」

が38.3％、「学校などでの環境教育の実施」が34.9％の順となっています。 

 

ルールに従って、ごみを正しく分別する 

詰め替え容器に入った製品、簡易包装の製品、リサイ

クル製品など環境に配慮した製品を選ぶ 

マイボトルを持参し、ペットボトルなどの使い捨て

飲料容器をできるだけ使用しない 

ストローやスプーンなどの使い捨てプラスチックは

使わないように心がける 

地域などで行われる清掃活動に参加する 

特に行っていない 

その他 

無回答 

分別方法・廃棄方法の周知徹底 

プラスチックごみ問題の啓発活動、情報発信 

学校などでの環境教育の実施 

プラスチックごみの発生抑制やリサイクルに関する

研究・施設整備への補助 

循環型産業を担う人材の育成 

地域などで行われる清掃活動に参加する機会の創出 

特にない 

その他 

無回答 
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（３）食品ロスの削減に向けて行っていること 

食品ロスの削減に向けて行っていることについてたずねたところ、「残さず食べる」が73.4％で

最も割合が高く、次いで「冷蔵庫を整理し、残っている食材から優先的に使う」が66.9％、「小分

け商品、少量パック、バラ売りなど、必要な分を購入する」が44.4％の順となっています。 

 

（４）食品ロスの削減に向けた重要な取組み 

食品ロスの削減に向けた重要な取組みについてたずねたところ、「飲食店での食べきり・持ち帰

りの促進（提供量の調整・持ち帰り容器の準備など）」が61.6％で最も割合が高く、次いで「食品

廃棄物（食品ロスに加え、魚や肉の骨など廃棄される不可食部を含む）の再生利用の促進」が37.4％、

「消費者への啓発（「てまえどり」の促進など）」が35.8％、「学校などでの環境教育の実施」が31.6％

の順となっています。 

 

残さず食べる 

冷蔵庫を整理し、残っている食材から優先的に

使う 

小分け商品、少量パック、バラ売りなど、必要な

分を購入する 

商品棚の手前に並べられている商品を積極的に

選ぶ（てまえどり） 

余った食品があればフードドライブに協力する 

特に行っていない 

その他 

無回答 

飲食店での食べきり・持ち帰りの促進（提供量の調

整・持ち帰り容器の準備など 

食品廃棄物（食品ロスに加え、魚や肉の骨など廃棄さ

れる不可食部を含む。）の再生利用の促進 

消費者への啓発（「てまえどり」の促進など） 

学校などでの環境教育の実施 

フードドライブ・フードバンク活動への支援 

特にない 

その他 

無回答 
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✎ 産業廃棄物税  

県では、循環型社会の形成の推進に向け、2006（平成）18 年 10 月から「山形県産業廃棄物税」

を導入しています。 

産業廃棄物税とは、産業廃棄物の排出抑制やリサイクルの促進、適正処理を進める取組み等に活

用するための税金です。産業廃棄物の排出者に最終処分時の埋め立て量１トンあたり 1,000円を負

担いただいています。 

産業廃棄物税は、本計画の施策の柱である、「資源循環型社会システムの形成」、「資源の循環を

担う産業の振興」、「廃棄物の適正な処理による環境負荷の低減」に基づく施策の実施のための財源

として活用することとしており、例えば以下のような取組みに活用されています。 

 

   

 
 

 

やまがた環境展の開催 山形県リサイクル認定製品 不法投棄された廃棄物の回収 

 

 

  

資源循環型社会システムの形成 資源の循環を担う産業の振興 
廃棄物の適正な処理による 

環境負荷の低減 
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第４章 計画の基本的数値目標 

 

本計画の策定後に閣議決定された循環基本計画を受けて、政府は、2025（令和７）年２月に、

廃棄物処理法に基づき「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るための基本的な方針」（以下「廃棄物処理基本方針」という。）を変更し、目標値の改

定が行われました。 

こうした情勢変化や目標の達成状況等を踏まえ、次の基本的な考え方に基づき、基本的数値目

標の見直しを検討しました。 

 

【見直しの基本的な考え方】 

○ これまでの県民や事業者等の取組みの進捗と成果を適切に把握するため、原則として本計画の

目標指標を継続します。 

○ 各目標値については、循環基本計画及び廃棄物処理基本方針の目標値設定の考え方を踏まえ、

本県の実情に合わせ、実現性のある数値として設定します。 

 

（１）基本的数値目標の設定理由及び設定値の考え方 

① ごみ（一般廃棄物） 

ア 発生抑制に関する目標 

○ ごみ（一般廃棄物）の排出量に係る政府の目標は、2030（令和12年度）において、2022（令

和４）年度に対し９％削減するものであり、この考え方を本県に当てはめると342千トンにな

ります。本県の現行目標はこれより低い値を設定しており、目標達成に向けて、概ね順調に

進捗していることから、現行目標としている2030（令和12）年度で326千トンを据え置きます。 

○ 事業系ごみ（一般廃棄物）の排出量については、政府の目標は設定されていませんが、現

行目標の達成に向けて概ね順調に進捗していることから、現行目標としている2030（令和12）

年度で87千トンを据え置きます。 

○ １人１日当たりのごみ（一般廃棄物）の排出量については、政府の目標は設定されていま

せんが、本計画のほか、第４次山形県総合発展計画及び第４次山形県環境計画に掲げる重要

業績評価指標（ＫＰＩ）としても進捗管理を行っています。目標達成に向けては、進捗はみ

られるものの全国平均を上回っており、なお一層の取組みが必要な状況であることから、現

行目標としている2030（令和12）年度で810ｇを据え置いた上で、発生抑制に向けた取組みを

一層推進することとします。 

○ １人１日当たりの家庭系ごみ（一般廃棄物）の排出量に係る政府の目標は、2030（令和12）

年度で478ｇです。本県の現行目標はこれより低い値であり、目標達成に向けては、進捗はみ

られるもののなお一層の取組みが必要な状況であることから、現行目標としている2030（令

和12）年度で408ｇを据え置いた上で、発生抑制に向けた取組みを一層推進することとします。 

 



- 31 - 

 

項目 
計画策定時 

2018(H30) 

現状 

2023(R5) 

中間目標 

2025(R7) 

目標 

2030(R12) 

ごみ（一般廃棄物）の排出量 391千トン 359千トン 350千トン 326千トン 

事業系ごみ（一般廃棄物）の排出量 110千トン 98千トン 94千トン 87千トン 

１人１日当たりのごみ（一般廃棄物）

の排出量 
915ｇ 868ｇ 850ｇ 810ｇ 

１人１日当たりの家庭系ごみ（一般 

廃棄物）の排出量 
528ｇ 512ｇ 440ｇ 408ｇ 

 

イ 資源の循環利用に関する目標 

○ ごみ（一般廃棄物）のリサイクル率に係る政府の目標は、出口側の循環利用率を、2030（令

和12）年度において26％とするものです。本県では、市町村による資源化量にスーパーによ

る店頭回収や一般廃棄物処理業者による資源化量等を算入したリサイクル率を目標指標とし

ており、計画策定時より進捗はみられるもののなお一層の取組みが必要な状況にあります。

目標達成に向けて、現行目標としている2030（令和12）年度で28％を据え置いた上で、資源

の循環利用に向けた取組みを一層推進することとします。 

○ 循環基本計画及び廃棄物処理基本方針において、政府が新たに１人１日当たりのごみ焼却

量を目標指標として追加しました。政府の目標は、2030（令和12）年度で580ｇであり、本県

の現状値は2023（令和５）年度で729ｇと大きく乖離している状況にあります。ごみ焼却量の

削減に向けては、市町村等におけるごみ処理体制を大きく見直す必要があり、時間を要する

ことから、当面の間、評価指標に追加し、管理することとします。 

 

項目 
計画策定時 

2018(H30) 

現状 

2023(R5) 

中間目標 

2025（R7） 

目標 

2030（R12） 

ごみ（一般廃棄物）のリサイクル率 18.2％ 20.2％ 23％ 28％ 

 

ウ 適正処理に関する目標 

○ ごみ（一般廃棄物）の最終処分量に係る政府の目標は、2030（令和12）年度において、2022

年（令和４）年度に対し５％削減するものであり、この考え方を本県に当てはめると31千ト

ンになります。本県の現行目標はこれと同じ値であり、目標達成に向けて、概ね順調に進捗

していることから、現行目標としている2030（令和12）年度で31千トンを据え置きます。 
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項目 
計画策定時 

2018(H30) 

現状 

2023(R5) 

中間目標 

2025（R7） 

目標 

2030（R12） 

ごみ（一般廃棄物）の最終処分量 35千トン 31千トン 33千トン 31千トン 

 

② 産業廃棄物 

ア 発生抑制に関する目標 

○ 産業廃棄物の排出量に係る政府の目標は、2030（令和12）年度において、2022（令和４）年

度に対し１％の増加に抑制するものであり、この考え方を本県に当てはめると3,736千トンに

なります。本県の現行目標はこれより低い値であり、目標達成に向けて、概ね順調に進捗し

ていることから、現行目標としている2030（令和12）年度で3,492千トンを据え置きます。 

 

項目 
計画策定時 

2018(H30) 

現状 

2023(R5) 

中間目標 

2025（R7） 

目標 

2030（R12） 

産業廃棄物の排出量 3,805千トン 3,582千トン 3,497千トン 3,492千トン 

 

イ 資源の循環利用に関する目標 

○ 資源の循環利用に関する政府の目標は、出口側の循環利用率を、2030（令和12）年度にお

いて37％とするものです。一方、本県はこれまでリサイクル率を目標指標として管理してお

り、現状値は本計画策定時よりも低下している状況にあります。目標達成に向けて、継続的

な進捗管理が必要であることから、現行目標としている2030（令和12）年度で60％を据え置

いた上で、資源の循環利用に向けた取組みをより一層推進することとします。 

 

項目 
計画策定時 

2018(H30) 

現状 

2023(R5) 

中間目標 

2025（R7） 

目標 

2030（R12） 

産業廃棄物のリサイクル率 59.9％ 55.2％ 60％ 60％ 

 

ウ 適正処理に関する目標 

○ 産業廃棄物の最終処分量に係る政府の目標は、2030（令和12）年度において、2022（令和

４）年度に対し10％削減するものであり、この考え方を本県に当てはめると103千トンになり

ます。本県の現行目標はこれより高い値であり、現行目標の達成に向けて、直近４年間は目

標値を下回り、概ね順調に進捗している一方で、長期的には目標値前後で推移し、概ね横ば

い傾向にあることから、現行目標としている2030（令和12）年度で124千トンを据え置き、長

期的に減少傾向となるよう事業者による３Ｒ推進の取組みへの支援を強化することとします。 
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項目 
計画策定時 

2018(H30) 

現状 

2023(R5) 

中間目標 

2025（R7） 

目標 

2030（R12） 

産業廃棄物の最終処分量 136千トン 122千トン 125千トン 124千トン 

 

③ 食品ロスの削減 

○ 食品ロスの削減に係る政府の目標は、2030（令和12）年度において、2000年（平成12）年度

に対し、家庭系食品ロスは半減、事業系食品ロスは60％削減するものです。本県の現行目標

は、家庭系食品ロスについて、政府の考え方に準拠して設定しており、本計画策定時から横

ばいで推移していましたが、2023（令和５）年度に、2025（令和７）年度の中間目標としてい

る20千トンに達しました。長期的に減少傾向となるよう、現行目標としている2030（令和12）

年度で18千トンを据え置き、引き続き食品ロスの削減を推進することとします。 

 

項目 
計画策定時 

2017(H29) 

現状 

2023(R5) 

中間目標 

2025（R7） 

目標 

2030（R12） 

家庭系食品ロス発生量 22千トン 20千トン 20千トン 18千トン 

 

④ 海岸漂着物対策 

○ 海岸漂着物対策については、政府の目標は設定されていません。 

県では、「海岸清潔度ランク」を対策の効果を把握するための独自目標とし、毎年度の春期

と秋期を比較する「短期目標」（回収活動の効果を見る）と、毎年度の春期と2011（平成23）

年度春期を比較する「中期目標」（発生抑制の効果を見る）とに分けて設定することとします。 

○ これまでの対策の成果を反映させるため、基準年度を2011（平成23）年度とし、目標年度

を2030（令和12）年度とします。これまで一度もランクが上がらない区域（回収困難地点が

ある区域）が４区域ありますが、今後、回収手法や取組みによる改善効果等の検討を進める

こととし、引き続き従前と同じく、全39区域での１ランクアップを目標とします。 

 

項目 
計画策定時 

2020(R2) 

現状 

2025(R7) 

目標 

2030（R12） 

海岸清潔度ランクが2011(H23)年

度春期より１ランク以上アップし

た区域数 

19区域/39区域 23区域/39区域 39区域/39区域 

 中期目標：毎年度春期の海岸清潔度のランクを2011（H23）年度春期より１

ランク以上高める。 

短期目標：秋期海岸清潔度のランクを３以上にする。 

     （漂着の著しい区域は、春期海岸清潔度と比較しランクを２以

上高める。） 
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【基本的数値目標項目及び設定値一覧】 

項目 
計画策定時 

2018（H30） 

現状 

2023（R5） 

中間目標 

2025（R7） 

目標 

2030（R12） 

ごみ（一般廃棄物） 
    

 ごみ（一般廃棄物）の排出量 391千ｔ 359千ｔ 350 千ｔ 326千ｔ 

  事業系ごみ（一般廃棄物）の排出量 110千ｔ 98 千ｔ 94 千ｔ 87 千ｔ 

 １人１日当たりのごみ（一般廃棄物）の排

出量 
915ｇ 868ｇ 850ｇ 810ｇ 

  １人１日当たりの家庭系ごみ（一般廃

棄物）の排出量 
 528ｇ  512ｇ 440ｇ 408ｇ 

 ごみ（一般廃棄物）のリサイクル率 18.2％ 20.2％ 23％ 28％ 

 ごみ（一般廃棄物）の最終処分量 35 千ｔ 31 千ｔ 33 千ｔ 31 千ｔ 

産業廃棄物     

 産業廃棄物の排出量 3,805千ｔ 3,582千ｔ 3,497 千ｔ 3,492千ｔ 

 産業廃棄物のリサイクル率 59.9％ 55.2％ 60％ 60％ 

 産業廃棄物の最終処分量 136千ｔ 122千ｔ 125 千ｔ 124千ｔ 

食品ロスの削減     

 家庭系食品ロス発生量 22 千ｔ※１ 20 千ｔ 20 千ｔ 18 千ｔ 

海岸漂着物対策     

 海岸清潔度ランクが 2011(H23)年度春期

より１ランク以上アップした区域数 

19 区域  

/39区域 

23 区域※２ 

/39区域 
― 

39 区域  

/39区域 

  （中期目標） 

毎年度春期の海岸清潔度のランクを 2011（H23）年度春期

より１ランク以上高める。 

  （短期目標） 

秋期海岸清潔度のランクを３以上にする。 

（漂着の著しい区域は、春期海岸清潔度と比較しランクを

２以上高める。） 

※１ 2017(H29)年度における試算。 

※２ 2025(R7)年度春期における実績。  
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第５章 施策の柱と展開方向 

 

○ 本県が目指す将来の姿の実現に向け、引き続き３つの施策の柱に沿って、各種施策を総合的に

推進していきます。 

○ 施策の柱ごとの評価指標の状況を踏まえ、施策の検証・評価を行います。 

○ ３つの柱は、第４次山形県環境計画の「施策の柱４ ３Ｒの推進による循環型社会の構築」の

展開方向と共通であり、本県の環境施策との連携を図っています。 

 

１ 資源循環型社会システムの形成 

（３Ｒの推進） 

 

 

（１）県民運動等によるライフスタイルの変革の促進 

① ごみゼロやまがた推進県民会議を核とした県民運動 

○ ごみゼロやまがた推進県民会議構成団体等と連携

し、大型商業施設等で、プラスチックごみの削減や食

品ロスの削減等の３Ｒの推進を呼びかけるキャンペ

ーンを実施し、広く家庭に向けた啓発を推進します。 

○ ごみゼロやまがた推進県民会議構成団体を通して、

関係事業者・関係機関・会員等に向けて、県民運動の

取組みを広く周知します。 

○ 教育機関と連携しながら、出前講座や県環境アドバイザー派遣事業等を活用し、児童・生

徒や学生への啓発を強化します。 

○ 県民一人ひとりが廃棄物に関する問題を自分ごととして捉え、自らプラスチックごみ削減

などの３Ｒを推進するよう、ＤＸ等を活用しながら意識改革・行動変容を促す取組みを強化

します。 

 

✎ やまがた環境展 

地球温暖化対策や自然との共生、３Ｒ（廃棄物の発生抑制、再使

用、再生利用）に関する学び・啓発の場を提供することで、ライフ

スタイルを見直す契機とするとともに、再生可能エネルギー等に関

する理解を深め、循環型社会の形成及びカーボンニュートラルの実

現に向けた取組みを推進することを目的として、毎年 10 月の「３

Ｒ推進月間」にやまがた環境展を開催しています。 

企業・団体による最新のエコを学べる出展ブース、著名人による

トークショー、ステージイベントなど、お子さんから大人の方まで

環境について楽しく学んでいただけます。皆様のご来場をお待ちしております。 

＜やまがた環境展の様子＞ 

おもちゃの交換会 

（かえっこバザール） 

キャンペーンにおける配布資料 
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② プラスチックごみ削減 

○ 市町村、関係事業者と連携しプラスチックごみ削減に取り組み、県民への普及啓発を行い

ます。 

○ 専用ウェブページやＳＮＳを活用し、マイクロプラスチックなど海洋プラスチック問題、

プラスチックに係る現状と処理・リサイクルの状況、分別の意義（視点を変えれば、ごみも

大切な資源となる）、一人ひとりができること（行動事例）、プラスチックの賢い使い方を紹

介するなどの啓発を推進します。 

○ 出前講座の開催や県環境アドバイザーの派遣等により、学校・住民団体・事業者等におけ

る、プラスチックごみ削減に係る環境教育を支援します。 

○ 飲食店等で使用される使い捨てプラスチック製品等の使用抑制や、リサイクル・リユース

製品の活用、環境に配慮した包装資材への転換促進等を支援します。また、「持ち歩こう！マ

イボトル運動」を通して、マイボトルの利用を促進するなど、プラスチックの使用削減に向

けた取組みを強化し、県民のライフスタイル変革に取り組みます。 

○ 小売店、飲食店、配達飲食サービス業者等と連携し、過剰包装の抑制に向けた取組みを促

進します。 

○ プラスチックに係る資源循環の実現に向けて、バイオマスプラスチックや紙などの再生可

能資源の利用促進、リユース品・修理サービスの普及拡大等の環境配慮型製品・サービスの

開発・販売への支援を行います。 

○ 市町村によるプラスチック資源循環促進法に基づくプラスチック使用製品廃棄物の分別回

収・再商品化の実施等の体制整備に向け、助言等の支援を行います。 

 

【評価指標】 

項目 
計画策定時 

2018(H30) 

現状 

2022(R5) 
増減 

一般廃棄物の可燃ごみ中の「ビニー

ル・ゴム・合成樹脂・皮革」の量※ 
100 67.7 ▲32.3 

※ 一般廃棄物処理事業実態調査（環境省）に基づき、一般廃棄物の可燃ごみ排出量（乾物ベース）に、ごみ組成比率を

乗じた値。2018（H30）年度を基準年（100）として評価する。 
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✎ カーボンニュートラルとプラスチック 

「カーボンニュートラル」とは、大気中に排出される二酸化炭素などの温室効

果ガスの量から、森林等が吸収する二酸化炭素などの温室効果ガスの量を差し引

いて、全体で実質ゼロにすることを指します。本県では、2020（令和２）年８月

に「ゼロカーボンやまがた 2050」を宣言し、2050（令和 32）年までに温室効果

ガス排出実質ゼロを目指して、県民総ぐるみで取り組んでいます。 

政府の循環基本計画によると、資源循環の取組みを進めることで、日本の温室

効果ガス排出量のうちの 36％を占める「製造業」、「製品の使用」、「廃棄物」等に

由来する温室効果ガスの削減に貢献できるとされています。 

その中でも、プラスチックは、製造から廃棄

までの過程で多くの温室効果ガスを排出しま

す。そのため、使い捨てプラスチック使用製品

はできるだけ使わないようにして、ごみを減ら

すことが重要です。また、ごみとして出す際に

は、リサイクルできるように分別ルールを守っ

て正しく出しましょう。 

例えば、ステンレス製の水筒（500mL）を 100

回繰り返し使用して廃棄・リサイクルした場合

の CO2排出量は、ペットボトル（500mL）を１回

使用して廃棄・リサイクルした場合の約 10 分

の１とされています。こうしたことから、マイ

ボトルの利用は、温室効果ガス削減につながる

身近な取組みと言えます。 
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（２）家庭・事業所での分別・リサイクルの促進 

① 家庭における資源ごみの分別徹底と個別リサイクル法に基づく適正なリサイクルの促進 

○ 県（各総合支庁環境課）、市町村及び一部事務組合で構成され、県内４地域ごとに開催する

地域循環検討会議において、優良事例の共有や情報交換、課題解決に向けた助言等を行い、

市町村におけるごみ削減の取組みを促進します。 

○ 専用ウェブページやＳＮＳを活用し、資源ごみの分別徹底に係る周知啓発を行います。 

○ 市町村、事業者、回収業者、リユース事業者等が連携した小型家電や衣類等の資源回収、

リユース・リサイクル事業を推進します。 

○ 小売店による資源ごみの店頭回収を促進するとともに、適切な分別に係る周知啓発を行い

ます。 

○ 市町村とともに、集団回収実施団体が減少している地域における新たな団体の掘り起こし

や新たな回収方法の検討を行います。 

○ リチウム蓄電池等による火災事故等の発生を防止するため、市町村と連携して分別・回収

方法について周知徹底します。 

○ 家電リサイクル法や小型家電リサイクル法等の個別リサイクル法に基づき、対象となる廃

棄物が適正に回収処理されるよう、市町村と連携して周知啓発を行います。 

○ 県環境部局及び建設部局が連携して、建設リサイクル法に基づく解体工事現場へのパトロ

ール及び監督・指導を行い、分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の徹底を促進し

ます。また、公共工事においては、積極的な建設資材の再使用及びリサイクル製品の利用に

より、建設副産物のリサイクル・適正処理等を推進します。 

○ 学校や住民団体等に対し、出前講座、県環境アドバイザー派遣制度等の講師派遣制度や県

環境学習支援団体認定制度の周知を行い、環境教育による家庭での３Ｒを促進します。 

○ イベント等での情報発信や体験を通じて、３Ｒに対する理解度や認知度の向上を図ります。 

○ 市町村・一部事務組合のプラスチック使用製品廃棄物の分別回収・再商品化の実施やリサ

イクル施設（生ごみ、プラスチックごみ等）、発電・熱回収等を行うエネルギー回収型ごみ処

理施設等の導入等の体制整備に向け、助言等の支援を行います。 

 

② 業界・事業所等の実情に応じた発生抑制とリサイクルの促進 

○ 業界団体と連携し、建設業の汚泥・がれき類・使用済み瓦、農業の廃ビニールや家畜のふ

ん尿、果樹剪定枝、漁業の使用済み漁具、製造業の生産ロスや廃プラスチック等に係る業界

ごとの課題を把握し、廃棄物の減量化とリサイクルに向けた具体的な対策を検討・実施しま

す。 

○ 事業系ごみの多くを占める紙類が適切に分別されるよう、業界団体、市町村と連携した周

知啓発を行います。 

○ 県３Ｒ推進環境コーディネーターが積極的に企業訪問を行い、各業界等への情報提供・助

言や、廃棄物の削減・循環利用に係るマッチング支援を行います。 

○ 食品小売業や飲食業における発注支援システム（例：ＡＩ（人工知能）による需要予測等）

の導入など、事業系ごみの発生抑制に係る取組みを支援します。 
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○ 業界団体・事業所のリサイクル担当者向け研修会の実施等により、各団体・事業所の人材

育成を推進します。 

○ 飲食店、宿泊施設、小売店を対象とした「もったいない山形協力店」について、市町村と

連携して周知することにより登録拡大を図り、事業系ごみの排出抑制及びリサイクルを促進

します。 

○ 県等の行政機関が先導して会議資料等の電子化や電子決裁システム等を拡充し、紙資源の

節減を進めます。 

 

【評価指標】 

項目 
計画策定時 

2018(H30) 

現状 

2023(R5) 
増減 

１人１日当たりのごみ焼却量 － 729ｇ － 

集団資源回収実施団体数 2,476団体 2,073団体 ▲403団体 

集団資源回収量 21,533トン 12,765トン ▲8,768トン 

小売店による店頭回収量 4,948トン 7,197トン 2,249トン 

小型家電リサイクル法に基づく市町村

回収量 
148.01トン 130.1トン ▲17.91トン 

一般廃棄物処分業者による再資源化量 10,568トン 17,199トン 6,631トン 

建設業におけるリサイクル率 90.8％ 89.2％ ▲1.6％ 

農業用廃プラスチックのリサイクル率 66.3％ 42.8％ ▲23.5％ 

製造業におけるリサイクル率 30.9％ 36.8％ 5.9％ 
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✎ リチウム蓄電池による火災事故の防止のために 

大容量の電力を蓄えることが可能で繰り返し充電して使用

できる「リチウム蓄電池（リチウムイオン電池）」は、モバイ

ルバッテリーやハンディファン、スマートフォンなど多くの

製品に用いられており、私たちの生活に無くてはならないも

のとなっています。一方で、リチウム蓄電池が間違った方法

で捨てられ、火災事故が発生する事例が増えています。 

なぜリチウム蓄電池では火災事故が発生しやすいのでしょ

うか。リチウム蓄電池は正極、負極、電解液（有機溶媒）など

の部材で構成されており、落下や圧縮などの強い力が加わる

と、電池内部が短絡（ショート）し、化学反応が急激に進みます。この急激な化学反応は大きな発

熱を伴うため、電池内部が高温となり、揮発した有機溶媒に着火することがあります。 

では、リチウム蓄電池を正しく捨てて、火災事故を防ぐにはどうすれば良いのでしょうか。充電

して使用する製品は、外見上プラスチック製品に見えても、リチウム蓄電池が使われている場合が

あります。まずは、製品本体や取り扱い説明書、メーカーウェブサイト等でリチウム蓄電池が使わ

れているか調べることが重要です。リチウム蓄電池の捨て方のルールは、各自治体によって異なり

ますので、インターネット等で住んでいる市町村のルールを調べましょう。電池一体型の製品は、

無理に電池を取り外そうとせず、製品のまま出すようにします。また、リチウム蓄電池は満充電状

態よりも、使い切った（放電しきった）状態の方が発火等のリスクが低くなるため、できるだけ電

池を使い切ってから捨てるようにしましょう。 

 

＜リチウム蓄電池が使用されている製品の具体例＞ 

    

モバイルバッテリー ハンディファン スマートフォン 加熱式たばこ 

  
 

 

デジタルカメラ ノートパソコン 携帯ゲーム機 コードレス掃除機 

 

  

リチウム蓄電池の構造（模式図） 
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（３）循環資源に関する情報収集及び発信 

○ 廃プラスチック、金属スクラップ、古紙類、廃食油等の国内での資源循環に向けて、自治

体や産学官連携の枠組みを活用し、先進的な取組みについて情報収集と発信を行います。 

○ 県３Ｒ推進環境コーディネーターが積極的に企業訪問等を行い、各業界等への情報提供・

助言を行います。 

○ リサイクルに対する県民の理解を深め、具体的な３Ｒ推進の行動につなげるため、専用ウ

ェブページやＳＮＳ等による資源ごみのリサイクル状況の情報発信や、出前講座や県環境ア

ドバイザー派遣等の環境教育を推進します。 

○ 市町村や事業所における発生抑制とリサイクル等に関する取組みについて情報収集・発信

を行い、先進事例の共有を進めます。 

 

（４）食品ロスの削減 

① 事業所等への支援 

○ 宴会時における料理の食べきりを促進する「３０１０
さんまるいちまる

運動」の取組みなど、国・市町村・

関係機関と連携した一斉キャンペーンを実施します。また、専用ウェブページやＳＮＳによ

る情報提供、店頭用啓発資材の配布等により、家庭・事業所への啓発を行います。 

○ 「もったいない山形協力店」について、消費期限切れが間近な商品の販売促進サービスや、

協力店共通利用ポイント等のインセンティブ制度の導入などの事業所の取組みを支援します。

また、「もったいない山形協力店」と連携し、料理を持ち帰ることができる「テイクアウトボ

ックス」や「てまえどり」の普及を図ります。 

○ 事業所・消費者双方が安心して食べ残しの持ち帰りを促進することができるよう、事業所

が民事上又は食品衛生上留意すべき事項及び消費者に求められる行動について整理した国ガ

イドラインの周知を行います。 

○ 食品ロスの削減に十分に取り組んだ上でも生じる食品廃棄物の再生利用を促進するため、

リサイクル業者に係る情報発信や、先進的取組事例の周知を行います。 

○ 事業所の食品ロス削減に係る指導を行うアドバイザーの育成を図るとともに、その活用を

促進します。 

 

② 県民への普及啓発 

○ 専用ウェブページ、ＳＮＳ、広報誌による広報や、市町村、関係機関・団体等と連携した

一斉キャンペーン、セミナー・講演会の開催等による啓発を行います。 

○ 事業所等が行う食品ロス削減の取組みについて周知を行い、理解を促進します。 

○ 家庭の食品ロス削減に係る指導を行うアドバイザーの育成を図るとともに、その活用を促

進し、また、県関係部局が所管する消費者向け講座や食育に関する事業と連携して、食品ロ

ス削減に関する啓発を推進します。 

○ 県民一人ひとりが食品ロスに関する問題を自分ごととして捉え、日々の生活の中で食品ロ

スを削減するために自らできることを一人ひとりが考え、行動に移すことができるよう、ご

みゼロやまがた推進県民運動による取組みを強化します。 
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③ フードドライブ・フードバンク活動への支援 

○ フードドライブ実施団体等の支援及び連携・調整を行うとともに、県機関内で定期的にフ

ードドライブを実施し、県関係部局（福祉・農林水産・消費者行政等）と連携しながら、未利

用食品の有効活用を図る「フードバンク活動」の支援・協力を行います。 

○ 災害時用備蓄食品の有効活用を図ります。 

○ フードドライブ・フードバンク活動がより安全、安心なものとなるよう、食品の取扱い等

に係る国手引きの周知を行います。 

○ イベントや専用ウェブページ、ＳＮＳ等での情報発信によりフードドライブに対する理解

度や認知度の向上を図り、取組みの拡大を推進します。 

 

④ その他 

○ 学生や住民等による食品ロス削減の取組みを支援することにより、地域の食品ロス削減活

動の担い手育成に取り組みます。 

○ 県内の食品ロス発生量把握のためのごみ組成調査について、市町村と連携して取り組みま

す。 

○ 食品ロス削減推進法で努力義務として規定された市町村食品ロス削減推進計画の策定を支

援します。 

○ 出前講座の開催や県環境アドバイザーの派遣等により、学校・住民団体・事業者等におけ

る、食品ロス削減に係る環境教育を支援します。 

○ ごみゼロやまがた推進県民会議構成団体を通して、関係事業者・関係機関・会員等への啓

発を推進します。 

 

【評価指標】 

項目 
計画策定時 

2018(H30) 

現状 

2023(R5) 
増減 

一般廃棄物の可燃ごみ中の「厨芥類

（生ごみ）」の量※ 
100 66.8 ▲33.2 

※ 一般廃棄物処理事業実態調査（環境省）に基づき、一般廃棄物の可燃ごみ排出量（乾物ベース）に、ごみ組成比率を

乗じた値。2018（H30）年度を基準年（100）として評価する。 

  



- 43 - 

 

 
 

 

✎ みんなで減らそう！「食品ロス」 

みなさんは、日本でどれくらいの食品ロスが発生しているかご存じですか？実は、一人一日あた

り「おにぎり１個分」もの、まだ食べられる食品が捨てられています。これは環境や経済に大きな

負担となり問題となっていますが、私たちのちょっとした工夫で減らすことができます。 

みなさんが今日から始められる食品ロス削減のコツを、家庭編・外食編に分けてご紹介します。

できることからはじめてみませんか？ 

１ 家庭編 

(1) 買い物は計画的に 

・ 買い物前に冷蔵庫・食品庫をチェックして、必要な分だけ買いましょう。 

・ すぐに食べるものは陳列棚の手前から取る「てまえどり」で、賞味期限

や消費期限が近い商品を取りましょう。 

・ 余っている食品や使う予定がない食品等があれば、地域のフードドライ

ブにご協力ください。 

(2) 食材を使い切る 

・ 残っている食材から優先的に使いましょう。 

・ 賞味期限はおいしく食べられる期限。状態を見ながら上手に活用しまし

ょう。 

・ 作りすぎを避け、残った料理はお弁当用に保存したり、環境にやさしい

料理レシピ※に挑戦したりして、無駄なく活用しましょう。 

※ 県では、食品ロス削減につながるレシピを募集する「環境にやさしいレシピコンテ

ストを開催し、入賞レシピをホームページやクックパッドで公開しています。 

２ 外食編 

(1) 食品ロス削減に取り組むお店を選びましょう 

県では、食品ロスやごみの削減に取り組む飲食店、宿泊施設、小売店・ス

ーパーを「もったいない山形協力店」としてホームページで紹介しています。

ぜひご利用ください。 

(2) 食べきれる量を注文 

・ 小盛やハーフサイズを選べるお店では、自分の食欲や体調に合わせて食

べきれる量を注文しましょう。 

・ どうしても食べきれないときは、お店に確認して持ち帰りましょう。（持

ち帰りは自己責任で。帰宅後できるだけ早く食べるようにしましょう。） 

・ 食べ放題では、無理して皿に盛ったり、食べ残したりしないようにしま

しょう。 

(3) 宴会では「３０１０
さんまるいちまる

運動」を実践 

乾杯後 30 分間は料理を楽しみ、お開きの前 10 分間はもう一度料理を楽

しみ、おいしく食べきりましょう。  
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【各主体が配慮すべき事項・期待される役割】 

 

県 民 ○ 物を大切にし、ごみを減らし（リデュース：Reduce）、使えるものは繰り返し使い

（リユース：Reuse）、ごみになったら資源として再生利用する（リサイクル：Recycle）

という３Ｒに取り組む。 

○ ごみを排出するときは、市町村のごみ分別区分に従って適切に分別する。 

○ 集団回収や小売店の店頭回収を利用し、資源ごみのリサイクルに取り組む。また、

店頭回収を利用するときは、店舗が定めたルールに従う。 

○ 普段からマイボトル、マイバッグ等の繰り返し使えるものを使用し、使い捨てプラ

スチック製品の使用を控える。 

○ 料理の作り過ぎによる食べ残し、調理時の食材の過剰除去、未利用食品廃棄等によ

り家庭で発生する食品ロスを削減する。 

○ 外食時の「食べきり運動」の実施や、「テイクアウトボックス」の活用等の取組み

により、飲食店で発生する食品ロスを削減する。 

○ 買い物の際の「てまえどり」の実践等の取組みにより、小売店等で発生する食品ロ

スを削減する。 

○ 家庭で買いすぎてしまったり、使う予定がない食品があれば、フードドライブに協

力する。 

事業者 ○ 事業活動から発生した廃棄物は、廃棄物処理法のほか、個別リサイクル法などの法

令を遵守して適正処理するとともに、可能な限り３Ｒを推進する。特に、廃プラスチ

ックと紙類については分別を徹底し、リサイクルを推進する。 

○ 従業員に対して３Ｒの推進に関する意識付けを行うことにより、ごみ削減を推進

する。 

○ 職場の懇親会等においては、料理の食べきりを促進する「３０１０
さんまるいちまる

運動」の推進や

「テイクアウトボックス」の活用等の取組みにより、飲食店で発生する食品ロス削減

に協力する。 

○ 食品関連事業者においては、可能な範囲でフードドライブ・フードバンク活動に協

力するなどして、食品ロスの削減に努める。 

市町村 ○ ごみの発生量の最小化に向けて、排出抑制や循環利用等を推進し、住民のライフス

タイル変革を促進する。 

○ プラスチック資源循環促進法に基づくプラスチック使用製品廃棄物の分別回収・

再商品化に向けて対応を進める。 

○ 集団回収を実施できる団体の掘り起こしや、新たな資源回収ルートの検討を行い、

リサイクルを促進する。 

○ 市町村の消費者行政や教育現場等と連携し、幅広く住民に対する啓発を行う。 

○ 市町村食品ロス削減推進計画の策定に努める。 
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２ 資源の循環を担う産業の振興 

（循環型産業の支援） 

 

 

（１）循環経済への移行に向けた支援 

○ 製造業・小売業等の動脈産業と廃棄物処理・リサイクル業等の静脈産業による動静脈連携を

始めとして、事業者、関係団体、大学等の学術・研究機関、市町村等の多様な主体間の連携を

図るため、マッチングの機会を創出する取組み（先進事例の紹介、情報・意見交換等）を実施

します。 

○ 地域における資源循環を促進するため、上記マッチングでのニーズを踏まえ、本県の課題と

なっている廃プラスチック、燃え殻、使用済み瓦や、社会的課題となっているバイオマス、太

陽光パネルやリチウム蓄電池等の廃棄物の高度な再資源化技術、及び再生可能資源の利用等に

より天然資源の消費を抑制する省資源化技術の開発・導入を促進します。 

 

（２）次世代の循環型産業を担う人材の確保 

○ 次世代の循環型産業を担う人材の確保に向け、教育機関と連携し、県環境学習支援団体認定

制度等を活用して環境教育の取組みを推進します。 

○ イベント等での情報発信や体験を通じて、循環型産業に対する理解度や認知度の向上を図り

ます。 

 

（３）事業者の３Ｒ推進に係る支援 

○ 大学等の学術・研究機関、公設試験研究機関や企業支援機関との連携支援システムを構築し、

研究開発から事業化、販路開拓まで、県３Ｒ推進環境コーディネーターのトータルコーディネ

ートのもとでの効率的な支援を行います。 

（研究開発） 

○ 県３Ｒ推進環境コーディネーターの企業訪問等による初期段階からの情報収集と継続的フ

ォロー等、段階的かつ、きめ細かな支援 

○ 実用化・商品化を見据え、研究開発段階からの中小企業診断士等の専門家による助言シス

テムの構築 

（施設・設備整備） 

○ リサイクル率や循環資源の市場動向、プラスチックごみ削減や食品ロス削減など社会が要

請する喫緊の課題に対応する案件への重点的な支援 

○ 企業規模や事業効果に応じた補助内容の設定などメリハリをつけた支援 

○ エネルギー回収型廃棄物処理施設等の整備に対する支援 

（販路開拓） 

○ 中小企業診断士等の専門家による助言システムの構築 

○ 県リサイクル認定製品・リサイクル認証システムや環境配慮商品に係る展示会・商談会等

の実施 
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【評価指標】 

項目 
計画策定時 

2020(R2) 

現状 

2025(R7) 

「山形県３Ｒ研究開発・循環型産業施設整備事業費補助

金」の採択件数 
４件 ４件 

 

（４）循環型産業の振興 

○ 県３Ｒ推進環境コーディネーターによる積極的な企業・業界団体訪問等を通して、資源循

環に係るニーズ・シーズの掘り起こしを行います。 

○ リサイクル認定製品の改良やマーケティングに関する外部専門家による専門的かつ実効的

なアドバイス・コーディネート体制の構築を図ります。 

○ リサイクル製品認定制度及びリサイクルシステム認証制度に基づく認定・認証によるイン

センティブの拡大（展示会・商談会等の開催、外部専門家による助言システムの構築等）、専

用ウェブページやＳＮＳを活用した県民への定期的な情報発信及び業界団体を通じた周知等

により、認定・認証の拡大及び普及に取り組みます。 

○ リサイクル率が低い産業廃棄物を循環資源として利用したリサイクル製品（使用済み瓦利

用製品等）の積極的な利用や、果樹剪定枝などの農業由来廃棄物や焼却灰を循環資源とした

製品開発を促進します。 

○ 産業廃棄物処理業者に向けて、産業廃棄物を取り巻く現状や３Ｒに関する啓発、情報提供

等を行うとともに、３Ｒに関する先進事例や最新技術の紹介等を行うことにより、循環型産

業を担う人材の育成を図ります。 

○ リサイクルポートの指定を受けている酒田港周辺における循環型産業や、廃プラスチック

等の本県が課題とする廃棄物のリサイクル施設整備に対し、施設整備事業費補助金に係る補

助率の優遇措置等の設定など、重点的な支援を行います。 

○ 古紙類、びん・缶、ペットボトル、廃食油等の資源物について、市場動向を把握しながら、

市町村、関係事業者と連携し、安定的な循環利用に取り組みます。 

○ 県や市町村によるグリーン購入、環境配慮契約の取組みを推進します。 

○ 下水汚泥の有効利用（堆肥化、燃料化）を促進します。 

○ 木質バイオマス燃焼設備・機器に対する支援により、バイオマス資源の利活用を促進しま

す。 
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【評価指標】 

項目 
計画策定時 

2020(R2) 

現状 

2025(R7) 
増減 

下水汚泥リサイクル率 
85.6％ 

(2019(R1)) 

90.2％ 

(2024(R6)) 
4.6％ 

「山形県リサイクル製品」認定数

（期首）及び販売額(税込) 

認定数：50件 

販売額： 

3,787,933千円 

(2019(R1)) 

認定数：61件 

販売額： 

6,575,506千円 

(2024(R6)) 

認定数：11件 

販売額： 

2,787,573千円 

 

「山形県リサイクルシステム」認証

数（期首） 
７件 ９件 ２件 

グリーン購入調達方針策定市町村数 

（各種計画に記載しているものも含

む。） 

25市町村 28市町村 ３市町村 

 

【各主体が配慮すべき事項・期待される役割】 

 

県 民 
○ 製品の適切な長期利用やリユースに努めるとともに、地域の循環資源や再生可能

資源を利用した製品・サービスを積極的に利用する。 

事業者 ○ 動静脈連携や産学官連携などの多様な主体間連携を通じ、生産、消費・使用、廃棄

の各段階で３Ｒに配慮し、又は再生可能資源を利用した製品・サービスの開発に取り

組む。 

○ 製品の適切な長期利用やリユースに努めるとともに、地域の循環資源や再生可能

資源を利用した製品・サービスを積極的に利用する。 

市町村 
○ グリーン購入に率先して取り組むとともに、住民にグリーン購入を呼びかける。 

○ 公共工事等においては、建設副産物の発生抑制・リサイクル、リサイクル製品の使

用等に努める。 
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✎ 地域における資源循環システムについて 

循環経済への移行に向けては、地域の特性を活かした、新たな資源循環のビジネスモデルを創出

し、その循環の輪を広げ、太くしていくことが重要です。本県でも、地域の循環資源を利用し、様々

な主体が密接に連携して展開される優れた資源循環システムを、山形県リサイクルシステム認証制

度により認証しています。 

 

例１ メタン発酵発電を利用したリサイクルシステム 

「ながめやまバイオガス発電メタン発酵リサイクルシステム」（東北おひさま発電株式会社）、「メ

タン発酵発電活用によるリサイクルシステム」（リアクトバイオガス株式会社）では、循環資源と

して畜産農家等からの牛ふんや食品工場等からの動植物性残さ等を利用し、バイオガス発電を行っ

ています。さらに、発電により発生した排熱は熱源として、発酵残さは肥料として利用されていま

す。 

 

 

例２：食品トレーのリサイクルシステム 

「食品トレーリサイクルシステム」（新庄最上定住自立圏形成ごみ減量化対策推進協議会）では、

各家庭から排出される使用済み食品トレーを各地区のごみステーション、公共施設、スーパー等で

回収しています。回収した使用済み食品トレーは、福祉施設での選別後、トレー工場において、食

品トレーの原料として新しい食品トレーの製造に利用されています。 
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３ 廃棄物の適正な処理による環境負荷の低減 

（廃棄物の適正処理の推進） 

 

 

（１）廃棄物の適正処理の推進 

○ 排出事業者や産業廃棄物処理業者に対し、廃棄物処理法に基づく立入検査等による指導を徹

底します。 

○ 排出事業者や産業廃棄物処理業者を対象とした研修会等を実施し、環境法令遵守の徹底を促

進するとともに、廃棄物の適正処理に向けた人材育成を行います。 

○ 優良産廃処理業者の育成・増加に向けた指導を継続して行うとともに、廃棄物処理業の許可

更新の機会を捉えた働きかけを行います。 

○ 産業廃棄物最終処分場について、埋立容量確保の必要性と施設整備に要する期間などを考慮

し、本計画の計画期間の最終年度である2030（令和12）年度において、要最終処分量の10年分

を維持することを当面の目標として計画的な管理を行います。 

○ 将来にわたって県内産業廃棄物の安定した処分先を確保するとともに、県民の理解を得なが

ら最終処分場を確保していくため、県外産業廃棄物の搬入規制（県外産業廃棄物の搬入は埋立

実績の２割以内）を継続することとします。なお、今後、廃棄物の発生抑制対策の推進等によ

り埋立処分量が減少し、最終処分業者の安定的な経営に支障が生じる場合には、適正処理、適

正管理を維持するため、県内の最終処分業者、関係市町村などの関係者とも協議をしながら、

一般廃棄物を含めた県外廃棄物の搬入規制に係る運用を検討するなど、適切に助言指導を行っ

ていきます。 

○ 県内での大規模自然災害事例を踏まえ、災害廃棄物処理の

課題を検証し、県災害廃棄物処理計画の見直しを行います。 

○ 大規模自然災害発生時の災害廃棄物の迅速な処理を図るた

め、災害廃棄物仮置場設置訓練を実施するなど、市町村災害

廃棄物処理計画の運用支援を行うとともに、市町村災害廃棄

物処理計画の見直しを促します。 

 

【評価指標】 

項目 計画策定時 現状 増減 

行政検査の違反率 
3.8％ 

(2019(R1)) 

3.3％ 

(2024(R6)) 
▲0.5％ 

優良産廃処理業者認定件数 

産廃収集運搬業：

９者 

産廃処分業：９者

(2020(R2)) 

産廃収集運搬業：

19者 

産廃処分業：13者

(2025(R7)) 

産廃収集運搬業：

10者 

産廃処分業：４者 

 

産業廃棄物最終処分場の残余年数 
11.7年 

(2018(H30)) 

10.8年 

(2023(R5)) 
▲0.9年 

災害廃棄物仮置場設置訓練 
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✎ 災害廃棄物の適正処理にご協力をお願いします！ 

災害発生後には、家具・家電、畳、濡れた紙類など多種多様な廃棄物が短期間に大量に発生しま

す。山形県でも 2024（令和６）年７月の庄内・最上地域を中心とした大雨災害で、約 17000 トン

（推計）の災害廃棄物が発生しました。災害廃棄物を放置することは、感染症の拡大、害虫や悪臭

の原因となるため、迅速な処理が不可欠です。 

災害廃棄物を処理する際、住民の皆さんにお願いしたいことは分別の実施です。通常、災害廃棄

物仮置場が設置されますので、お住まいの自治体の分類ルールに従って搬入してください。災害廃

棄物を迅速に処理することは、救援活動や処理施設の負担軽減、リサイクルの促進につながります

ので協力をお願いします。災害廃棄物の処理は、被災自治体が中心となり対応しますが、地域の協

力、ボランティアや他の自治体の支援も大変重要です。 

また、家庭内の不要物を定期的に確認し処分することも、災害廃棄物発生量を減らす（＝被災時

に災害廃棄物の片づけに要する時間を減らすことができます。）ことには有効ですので、普段から

家の不要物の処分を進めてみませんか？  

 

＜2024（令和６）年大雨災害時の遊佐町の仮置場の状況＞ 
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（２）ＰＣＢ廃棄物処理の推進 

○ ＰＣＢ廃棄物については、高濃度の廃棄物が2026（令和８）年３月31日に処理事業が終了し、

低濃度の廃棄物が2027（令和９）年３月31日までが処分期間とされていることから、「山形県ポ

リ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」（2018（平成30）年改定）に基づき、確実かつ適正な処理に

向けた指導を行います。 

○ 万が一、処分期間後に新たなＰＣＢ廃棄物が発見された場合は、政府の方針に従い、適正な

保管・処理を行うよう指導します。 

 

【評価指標】 

項目 
計画策定時 

2018(H30) 

現状 

2023(R5) 
増減 

変圧器・コンデンサー類の処理進捗率 87.6％ 100％ 13.4％ 

安定器等・汚染物の処理進捗率 64.7％ 100％ 35.5％ 

※ 届出がなされたＰＣＢ廃棄物に対する進捗率 

 

（３）不法投棄の防止 

○ 県内４地域に設置され、市町村や地域住民、関係団体で組織する不法投棄防止対策協議会が

中心となり、廃棄物の不法投棄やポイ捨て防止の啓発活動を行います。 

○ 行政による不法投棄パトロール及び監視協定を締結した民間団体等による不法投棄監視・通

報体制を強化します。 

○ 市町村、関係団体、地権者や地域住民と連携して不法投棄箇所の原状回復を実施するととも

に、地域社会全体で不法投棄を防止し、地域の環境を守る意識の醸成を図ります。 

 

【評価指標】 

項目 
計画策定時 

2019(R1) 

現状 

2024(R6) 
増減 

不法投棄原状回復未済箇所数 14箇所 ５箇所 ▲９箇所 

不法投棄防止対策事業への参加者数 481人 614人 133人 

不法投棄防止協力協定締結団体数 15団体 17団体 ２団体 
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（４）海岸漂着物等の回収及び発生抑制の促進 

本県の海岸漂着物対策について、引き続き次の４つの取組みの柱に基づき、各施策を実施しま

す。 

 

① 回収処理対策の推進 

○ 本県では海岸漂着物問題に対して積極的な取組みが行われ

おり、回収活動については、海岸管理者、市町村、地域住民、

企業及び民間団体など様々な主体により実施されています。

これらの海岸漂着物対策の取組みを継続し、さらに推進する

ため、第１次地域計画と同じ区域を、回収処理を重点的に推

進する区域（以下「回収処理対策の重点区域」という。）に設

定し、効果的な回収処理を推進します。 

○ 地域住民等のボランティアによる回収活動に対し、市町村と連携し技術的助言や活動に必

要な備品の貸出しなどの支援を行うとともに、効率的な回収ができるよう、海岸管理者やボ

ランティアなどの実施団体との調整を図ります。 

○ 清掃活動が比較的実施しやすい地形であるにも関わらず、清掃活動が実施されていないた

めに海岸清潔度が改善されていない海岸を「改善促進海岸」として位置付け、関係機関と連

携し、より効果的・効率的な回収を推進するとともに、政府に回収処理対策の強化策を検討

するよう働きかけます。 

○ 地域で回収活動を継続的に行うボランティアの人材育成・確保を推進するとともに、ボラ

ンティア活動の活性化を図るため、ボランティア団体間の交流・情報交換・連携を促進しま

す。 

○ 漁業者団体に「漁業系廃棄物処理ガイドライン（改訂版）」（2020（令和２）年５月）を周知

するとともに、関係機関と連携し、使用済み漁具の適正処理を推進します。 

○ 農業者団体に農業用使用済プラスチックの適正処理の徹底を周知するなど、関係機関と連

携し、使用済み農具や資材の適正処理を推進します。 

○ 海岸管理者等は、海岸漂着物処理推進法によりその管理する海岸の土地において、清潔が

保たれるよう海岸漂着物等の処理に必要な措置を講じなければならないとされています。し

かし、海岸漂着物等の回収事業は予算上の制約から回収場所や回収物が限定されており、海

岸管理者等の円滑な処理が推進できる十分な財政措置が必要ですので、海岸管理者が行う回

収処理に必要な経費について、政府がしっかり予算を確保するよう、機会を捉えて要望しま

す。 

○ 従来から行われている河川部における清掃活動等について、広く県民に紹介しボランティ

アの参加を促すことにより、海岸漂着物になる前に回収できるよう取り組みます。 

○ 海岸漂着物等のリサイクルを含めた回収・処分等に関する支援を行います。 

○ マイクロプラスチックの回収や処理について、政府の施策の動向を注視しながら、本県で

の取組みを検討します。 

 

ボランティアによる回収活動 
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【評価指標】 

項目 
計画策定時 

2019(R1) 

現状 

2024(R6) 
増減 

海岸清掃ボランティアの参加者数 3,892人 3,934人 42人 

 

② 発生抑制対策の推進、普及啓発・環境教育の実施 

○ 海岸漂着物等は、ポイ捨てなどの不法投棄や廃棄物の保管・管理の不徹底が原因となり、

山、川、海へとつながる水の流れを通して発生するものが多く、これまでの調査結果におい

ても日常生活や事業活動に伴って生じたごみが多く含まれています。海岸漂着物等の削減を

図るには、沿岸部のみならず、陸域部を含む県内すべての地域において発生抑制対策に取り

組んでいくことが必要ですので、発生抑制対策を重点的に推進する区域として本県全域を引

き続き設定し、海岸漂着物等の発生抑制を図ります。 

○ 県民一人ひとりが海岸漂着物等の問題について理解を深め、その自覚を高められるよう普

及啓発と環境教育を実施します。特に、プラスチックごみについては、環境中で砕けマイク

ロプラスチックに変化して回収が困難となる前に、陸域部の街中や河川敷・水路等において

ごみの発生抑制を図ることが重要ですので、啓発活動やボランティアによる清掃活動の推進、

水路等へのごみの流出防止対策を進めます。 

○ 海岸漂着物に対する取組みの将来を担う大学生等を主な対象として、ボランティアリーダ

ーの育成に取り組みます。 

○ マイクロプラスチックに関する情報収集を行い、陸域部からのマイクロプラスチックの発

生の一因となる人工芝を使用している屋外施設等を所有する事業者に対して、流出防止策の

徹底が図られるよう啓発を行います。 

○ 県内４地域に設置され、市町村や地域住民、関係団体で組織する不法投棄防止対策協議会

が中心となり、廃棄物の不法投棄やポイ捨て防止の啓発活動を行います。（再掲） 

○ 漁業者や農業者が使用・保管している漁具や農具について、非意図的に飛散するなどして

ごみとならないよう、関係団体と連携して適正な管理が行われるよう啓発します。 

○ 街中のごみステーションや店舗前、自動販売機脇等に設置されたごみ箱が、強風や大雨に

より倒れるなどし、非意図的に飛散・流出して新たな海岸漂着物とならないよう、市町村等

と連携し、街中のごみステーションなどの適正管理について周知・啓発します。 

○ 飛島における体験型総合学習「とびしまクリーンツーリズム」やごみ拾いにスポーツの要

素を取り入れた「スポＧＯＭＩ大会」の開催など、子どもや若

者に対する環境教育・啓発に引き続き取り組みます。 

○ イベント等での情報発信や体験を通じて、海岸漂着物対策

に係る普及啓発を図ります。 

○ 学校における環境教育を促進するため、2019（令和元）年度

に作成した海岸漂着物対策に係る環境学習プログラム「海ご

みと私たちの生活」の周知を図ります。 やまがた環境展における啓発 
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✎ 海岸漂着ごみの回収活動について 

山形県の沿岸部に漂着するごみの回収は、海岸・港湾の管理者だけでなく、ボランティアの皆さ

んによる活動としても盛んに行われています。 

 

夏のレジャーシーズン前には、民間団体等が主催する海岸清掃活動が多数実施されており、その

中には一般の参加者を募集しているものもあります。山形県ホームページでは、「『美しいやまがた

の海』クリーンアップ運動」として行われる海岸清掃活動のうち、一般参加が可能な活動一覧を紹

介しています。家族や知人同士で参加している方もいますので、ぜひお気軽に参加してみてくださ

い。 

また、山形県では、清掃用トングなど物品の貸し出し、ボランティア保険の加入支援、山形県ホ

ームページでの広報など、海岸清掃ボランティア活動を行う団体向けの支援も行っています。 

海岸清掃ボランティア活動は、沿岸部だけでなく、県内唯一の離島である飛島でも行われていま

す。飛島の西岸には毎年、海流や季節風の関係で多量のごみが漂着します。この問題に対して、毎

年５月下旬に、自治体やＮＰＯ団体など、複数の団体で構成する実行員会が「飛島クリーンアップ

作戦」を開催し、一般の参加者を募って清掃活動を行っています。飛島西岸はアクセスが悪く、車

両や重機の進入が困難であることが清掃活動を難しくしていますが、この清掃活動では参加者が一

致団結して、回収したごみをバケツリレー方式で運搬します。多量の回収ごみが参加者の皆さんの

力であっという間に運ばれていく様子は圧巻です。体力に自信のある方はぜひご参加ください。 

 

山形県の海岸漂着ごみは、その７割が県内の陸域部から流出したものと言われています。実際に

海岸清掃活動をしてみると、生活の中で見覚えのある姿形をしたごみが多く見られます。海洋ごみ

の現状を自分ごととして考える機会として、海岸清掃活動に参加してみてはいかがでしょうか。 

 

＜回収作業の様子＞ 
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③ 関係者の相互協力 

○ これまでの海岸漂着物対策については、多くの関係団体等、特に研究・教育機関、ＮＰＯ・

ＮＧＯ、ボランティア団体、企業などによる独自の取組みによって様々な成果が出ています

が、関係機関がより一層連携して取組みを推進する必要があります。海岸漂着物等の回収処

理対策、発生抑制対策及び普及啓発・環境教育の取組みについては、引き続き相互に連携・

協力しながら、効率的かつ効果的な対策を推進します。 

○ ボランティア団体等の活動の充実に向けて、広報活動や技術的支援等を行います。 

○ 海岸漂着物は沿岸域の自治体だけの問題ではないことから、陸域部の自治体、関係団体等

と連携し、回収活動、発生抑制対策、普及啓発・環境教育に取り組みます。 

〇 海岸漂着物等は、本県において発生するものだけではなく日本海沿岸道府県が発生源とさ

れるものもあります。本県から流出したごみが日本海沿岸道府県の海岸漂着物等にもなって

いるため、日本海沿岸道府県との連携・協力による発生抑制を図ります。同様に国外由来の

海岸漂着物等の発生抑制に向けた政府の取組みも必要であり、情報収集に努めるとともに、

県内の高等教育機関等の協力を得て、隣接県や近隣諸国との情報共有を含めた連携のあり方

について検討します。 

 

④ モニタリング調査等による進行管理 

○ 海岸漂着物対策の効果を検証するため、海岸清潔度モニタリング調査を継続して更にデー

タを積み重ね、目標の達成状況を評価するとともに、その評価に基づき、海岸漂着物対策の

見直しや新たな取組みを検討しながら、第２次地域計画を統合した本計画の進行管理を行い

ます。 

○ 「山形県海岸漂着物対策推進協議会」において、海岸清潔度に係る目標の達成状況の確認、

年度計画の協議、海岸漂着物対策の効果検証及び新たな施策の検討等を行いながら、海岸漂

着物等の削減を推進します。また、海岸清潔度モニタリング調査の結果について関係者間で

情報の共有を図るとともに、民間団体や学識経験者等が実施した調査活動を把握・整理し、

県民に対して積極的に発信します。 

○ 陸域部における海洋ごみの発生抑制対策の効果を検証するため、河川等における散乱ごみ

の実態を把握するモニタリング調査を実施し、対策が必要なごみのホットスポットを「見え

る化」するとともに、数値目標を設定するなどモニタリングデータの活用を図ります。 

○ 海岸漂着物等を効果的に回収処理し、発生抑制の施策を的確に企画、実施していくため、

政府が示した「地方公共団体向け漂着ごみ組成調査ガイドライン」に基づき海岸漂着物等の

組成調査を実施します。 
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【裸足で歩ける庄内海岸のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各主体が配慮すべき事項・期待される役割】 

 

県 民 ○ ごみを排出するときは、市町村のごみ分別区分に従って適切に分別する。（再掲） 

○ 集団回収や小売店の店頭回収を利用し、資源ごみのリサイクルに取り組む。また、

店頭回収を利用するときは、店舗が定めたルールに従う。（再掲） 

○ 日常生活において、特にプラスチック廃棄物の発生を抑制するための消費行動を

心掛ける。 

○ 不法投棄のない地域づくりに協力するとともに、河川・海岸等清掃活動へ参加す

る。 

事業者 ○ 従業員に対する廃棄物処理に係る監督・指導を徹底し、適正処理を推進するととも

に、廃棄物の発生抑制・リサイクルを促進する。 

○ 廃棄物処理基準を遵守するとともに、処理を委託する際には、優良産廃処理業者を

選んだり、委託先における処理状況の確認を行ったりするなどして、最終処分が終了

するまでの適正処理を推進する。 

○ ＰＣＢ廃棄物について、法令で定められた期限まで処理する。 

○ 屋外に設置したごみ箱等が強風や大雨で非意図的に飛散・流出しないよう、適正に

管理する。 

市町村 ○ 事業系一般廃棄物の適正処理と削減のため、事業者に対する指導を強化する。 

○ 廃棄物の適正処理に努めるとともに、不法投棄の未然防止を推進する。 

○ 陸域部から河川を通して流出する海岸漂着物の発生抑制に向けた啓発を推進する

とともに、住民による清掃活動を支援する。 

○ 災害廃棄物処理計画に係る運用訓練と定期的な見直しにより、非常時に備えた体

制を整備する。 
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◆ ＳＤＧｓと各施策の関係 

 

○ 本計画に掲げる施策とＳＤＧｓのゴールの関連性は、下表のとおりです。それぞれの施策において、特に関連が深いゴールを◎で表示しています。 

 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

 

                

 貧困 飢餓 
健康な 
生活 

教育 
ジェンダー

平等 
水 エネルギー 雇用 インフラ 

不平等の 
是正 

安全な 
都市 

持続可能な 

生産・消費 
気候変動 海洋 

生態系・ 
森林 

法の支配等 
パートナー 

シップ 

１ 資源循環型社会システムの形成（廃棄物
の発生抑制）  ○ 〇 ○  ○ ○    ○ ◎ ○ ○ ○  ○ 

(1) 
県民運動等によるライフスタイル
の変革の促進   〇 ○  ○     ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

(2) 
家庭・事業所での分別・リサイクルの
促進    ○   ○     ○     ○ 

(3) 
循環資源に関する情報収集及び発
信    ○        ○     ○ 

(4) 食品ロスの削減  ○  ○        ○ ○    ○ 

２ 資源の循環を担う産業の振興（循環型
産業の支援）    ○   ○ ○ ◎  ○ ◎     ○ 

(1) 循環経済への移行に向けた支援    ○   ○ ○ ○  ○ ○     ○ 

(2) 
次世代の循環型産業を担う人材の
確保    ○    ○    ○     ○ 

(3) 事業者の３Ｒ推進に係る支援    ○   ○ ○ ○  ○ ○     ○ 

(4) 循環型産業の振興    ○   ○ ○ ○  ○ ○     ○ 

３ 廃棄物の適正な処理による環境負荷の
低減（廃棄物の適正処理の推進）   ○ ○  ○     ◎ ◎ ○ ◎ ○  ○ 

(1) 廃棄物の適正処理の推進   ○ ○  ○     ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

(2) ＰＣＢ廃棄物処理の推進   ○ ○  ○     ○ ○  ○ ○  ○ 

(3) 不法投棄の防止   ○ ○  ○     ○ ○  ○ ○  ○ 

(4) 
海岸漂着物等の回収及び発生抑制
の促進   ○ ○  ○     ○ ○  ○ ○  ○ 
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第６章 計画の推進体制 

 

○ 山形県環境審議会条例に基づき、本県の環境保全及び創造に関する基本的事項を調査審議す

るため、環境保全に関する有識者で構成する「山形県環境審議会」を設置しており、その環境

計画管理部会に本計画の達成状況等について報告し、その意見、提言を受け、ＰＤＣＡサイク

ルにより継続的な改善を図ります。 

○ これに加え、海岸漂着物等対策の推進に当たっては、「山形県海岸漂着物対策推進協議会」

についても進行管理組織として位置付け、海岸漂着物等モニタリング調査による年度計画の協

議、目標の達成状況の確認、目標達成のための対策の効果検証、新たな施策の検討などについ

て協議を行いながら、進行管理を行います。 

○ 県（各総合支庁環境課）、市町村及び一部事務組合で構成され、県内４地域ごとに開催する

「地域循環検討会議」において、毎年の達成状況の確認及び評価、目標達成に向けての取組状

況の確認、達成されない場合の要因分析、各市町村の取組みに関する情報交換などを行い、一

般廃棄物の３Ｒ施策の着実な推進に努めます。 

○ 県民及び事業者と連携しながら、市町村、消費者団体、ＮＰＯ、更には建設業、製造業など

の産業界の代表からなる「ごみゼロやまがた推進県民会議」の活動を通し、県民総参加による

循環型社会づくりの県民運動を展開するとともに、毎年の達成状況の確認・検証、先進的事例

についての情報交換、活動団体等の表彰や自主的な取組みの支援、組織的な普及活動を行い、

目標の達成に向けた取組みを推進します。 

○ 食品ロスの削減の推進に関しては、県関係部局との連絡調整会議を組織し、情報共有及び調

整を行い、各施策の連携を図ります。また、「ごみゼロやまがた推進県民会議」の構成団体等

を通して、食品関連事業者等の意見を聴くとともに、協働で食品ロス削減の取組みを推進しま

す。 

○ 本計画策定時に想定されなかった新たな課題や社会経済情勢の大きな変化が生じた場合など

は、計画期間内であっても見直しを行います。 
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【施策推進におけるＰＤＣＡサイクル】 

 

 

 

 

 

取組状況、ＫＰＩの 

達成状況の点検・評価、 

山形県環境審議会からの 

意見・提言 

ＣＨＥＣＫ 

各主体による 

取組みの実施 

ＤＯ 

継続的改善 

山形県環境審議会 

環境計画管理部会 

山形県海岸漂着物 

対策推進協議会 

地域循環検討会議 

県（各総合支庁環境

課）、管内市町村及び 

一部事務組合で構成 

ごみゼロやまがた 

推進県民会議 

県民部会・産業部会 

報告 意見・提言 

施策を推進するため

の具体的な取組みの 
企画・立案 

ＰＬＡＮ 

次年度以降の 

取組みへの反映 

ＡＣＴＩＯＮ 
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資料-1 

第３次山形県循環型社会形成推進計画 中間見直しの経緯等 

 

１ 山形県廃棄物実態調査 

 2024（令和６）年度において、株式会社グリーンエコに委託し、廃棄物の排出量や再生利用の

現状などの調査を実施した。 

 

２ 山形県環境審議会等における審議等の経過 

2025（令和７）年６月 10日 令和７年度山形県環境審議会総会に「第３次山形県循環

型社会形成推進計画」の中間見直しを諮問 

８月６日 令和７年度山形県環境審議会第 1回環境計画管理部会 

９月１日 置賜地域循環検討会議 

９月４日 庄内地域循環検討会議 

９月８日 村山地域循環検討会議 

９月９日 ごみゼロやまがた推進県民会議産業部会 

９月 10日 ごみゼロやまがた推進県民会議県民部会 

９月 12日 最上地域循環検討会議 

10月 31日 令和７年度山形県環境審議会第２回環境計画管理部会 

 

３ 山形県環境審議会環境計画管理部会委員 

（１）委員（任期：2025（令和７）年５月１日～2027（令和９）年４月 30日） 

氏 名 役 職 名 備 考 

阿 部 達 雄 公募委員  

井 上 洋 輔 一般社団法人山形県産業資源循環協会 専務理事  

今 村 哲 史 山形大学 名誉教授  

工 藤 美 乃 公募委員  

國 方 敬 司 山形大学 名誉教授 部会長 

色 摩 慶 子 山形県生活協同組合共立社 地域責任者  

鈴 木 雅 史 山形新聞社 論説委員長  

内 藤 いづみ 古澤・内藤法律事務所 主任研究員  

堀 川 敬 子 逢いの蔵共同代表、地球温暖化防止活動推進員  

本 間 佳 子 弁護士  

三 浦 秀 一 東北芸術工科大学デザイン工学部 教授  

（２）特別委員 

氏 名 役 職 名 備 考 

佐 竹 佳 典 東北経済産業局長  

中 島 尚 子 東北地方環境事務所長 ～R7.8.31 

東 岡 礼 治 東北地方環境事務所長 R7.9.1～ 

資料１ 
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４ 山形県海岸漂着物対策推進協議会での審議等の経過 

2025（令和７）年６月 13日 山形県海岸漂着物対策推進協議会総会 

2020（令和２）年９月 19日 山形県海岸漂着物対策推進協議会会長・副会長との 

打ち合わせ 

2020（令和２）年９月 30日 

        ～10月 17日 

山形県海岸漂着物対策推進協議会会員からの意見聴取

（書面） 

2020（令和２）年 12月 12日 山形県海岸漂着物対策推進協議会臨時総会 

 

５ 山形県海岸漂着物対策推進協議会 

区 分 会 員 名 備考 

住民又は 

民間団体 

特定非営利活動法人パートナーシップオフィス  

特定非営利活動法人庄内海浜美化ボランティア  

山形県漁業協同組合  

株式会社ＪＶＣケンウッド山形  

美しい山形・最上川フォーラム  

学 識 

経験者 

鶴岡工業高等専門学校 教授 佐藤司 副会長 

東北公益文科大学公益学部公益学科 教授 呉尚浩 会長 

東北公益文科大学公益学部公益学科 准教授 樋口恵佳  

特定非営利活動法人パートナーシップオフィス 理事 金子博 副会長 

美しい山形・最上川フォーラム 顧問 柴田洋雄  

海岸等 

管理者 

国土交通省東北地方整備局酒田港湾事務所  

国土交通省東北地方整備局酒田河川国道事務所河川管理課  

山形県庄内総合支庁産業経済部水産振興課  

山形県庄内総合支庁建設部河川砂防課  

山形県県土整備部港湾事務所  

沿 岸 

自治体 

鶴岡市市民部環境政策課  

鶴岡市農林水産部農山漁村振興課  

酒田市市民部環境衛生課  

遊佐町地域生活課  

山形県 

山形県環境エネルギー部循環型社会推進課  

山形県村山総合支庁保健福祉環境部環境課  

山形県最上総合支庁保健福祉環境部環境課  

山形県置賜総合支庁保健福祉環境部環境課  

山形県庄内総合支庁総務企画部総務課連携支援室  
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区 分 会 員 名 備考 

協力会員 

東北公益文科大学 ボランティアサークル「SOLEIL」 

(特定非営利活動法人国際ボランティア学生協会(IVUSA)山形支部) 

 

SCOP（スコップ/東北公益文科大学学生団体）  

一般社団法人海と日本プロジェクト in山形  

事  務  局 

山形県庄内総合支庁保健福祉環境部環境課 （事務局長：保健福祉環境部長） 

 



資料-4 
  

ごみ処理概況（令和５年度）
１人１日 １人１日

計画収集 排出量 家庭系ごみ １人１日 資源化率
市町村名 人口 生活系 事業系 集団回収量 （集団回収量含む） 排出量 ※ 直接焼却 その他処理 直接埋立 直接資源化 資源化量 資源化量 ※ （店頭回収分を除く）

（人） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｇ） （ｇ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｇ） （％）

 山形市 236,855 72,033 50,599 21,434 4,814 886 517 62,743 5,637 967 2,686 13,553 156 17.6

 上山市 28,211 8,421 5,775 2,646 314 846 498 6,975 617 112 710 1,789 173 20.5

 山辺町 13,267 3,284 2,948 336 82 693 538 2,797 293 43 153 532 110 15.8

 中山町 10,615 2,675 2,398 277 128 721 545 2,263 257 33 125 501 129 17.9

 寒河江市 39,817 11,776 8,290 3,486 284 828 538 10,406 1,259 112 0 973 67 8.1

 西川町 4,689 1,336 980 356 91 832 538 1,165 171 0 0 189 110 13.2

 朝日町 6,049 1,650 1,135 515 126 802 477 1,444 207 0 0 245 111 13.8

 大江町 7,321 1,785 1,389 396 66 691 489 1,577 202 6 0 179 67 9.7

 村山市 21,845 5,843 3,781 2,062 157 750 434 5,151 636 0 56 579 72 9.7

 天童市 60,401 16,946 10,163 6,783 342 782 424 15,261 1,507 0 178 1,411 64 8.2

 東根市 47,874 13,601 8,094 5,507 191 787 419 12,083 1,265 0 253 1,183 68 8.6

 河北町 17,086 5,034 3,035 1,999 168 832 440 4,418 531 0 85 568 91 10.9

 尾花沢市 14,092 4,271 2,731 1,540 269 880 490 3,430 841 0 0 685 133 15.1

 大石田町 6,182 1,635 1,269 366 78 757 511 1,333 291 0 11 289 128 16.9

 新庄市 32,634 11,613 6,762 4,851 368 1,003 506 10,125 1,072 0 416 1,167 98 9.7

 金山町 4,791 1,177 948 229 84 719 502 1,023 150 0 4 168 96 13.3

 最上町 7,641 2,004 1,715 289 0 717 551 1,745 256 1 0 188 67 9.4

 舟形町 4,796 1,302 1,002 300 56 774 541 1,170 131 0 0 121 69 8.9

 真室川町 6,585 1,794 1,526 268 95 784 600 1,602 192 0 0 198 82 10.5

 大蔵村 2,867 744 635 109 4 713 543 639 105 0 0 74 71 9.9

 鮭川村 3,793 878 663 215 41 662 459 789 89 0 0 77 55 8.4

 戸沢村 4,033 1,032 767 265 69 746 486 920 97 0 12 129 87 11.7

 米沢市 75,189 24,804 15,701 9,103 0 901 477 20,805 1,485 111 1,948 2,693 98 11.1

 長井市 24,952 7,429 5,274 2,155 329 849 471 6,057 711 0 524 1,352 148 17.7

 南陽市 29,560 9,454 6,287 3,167 47 878 515 8,177 1,016 104 0 821 76 8.8

 高畠町 21,758 5,633 4,162 1,471 18 710 447 4,691 880 59 3 643 81 11.4

 川西町 13,773 4,068 2,579 1,489 0 807 460 3,564 216 15 194 290 58 7.3

 小国町 6,783 1,894 1,581 313 0 763 496 1,400 154 0 291 365 147 19.8

 白鷹町 12,556 3,082 2,473 609 61 684 455 2,520 190 0 310 463 101 15.0

 飯豊町 6,487 1,782 1,229 553 0 751 433 1,491 260 0 0 210 88 12.0

 鶴岡市 119,029 36,365 26,825 9,540 2,318 888 567 33,331 2,956 0 78 4,466 103 11.5

 三川町 7,096 2,941 1,606 1,335 119 1,178 554 2,722 149 0 70 285 110 9.3

 酒田市 96,137 34,602 23,037 11,565 1,745 1,033 579 31,382 3,913 8 1,409 5,854 166 15.2

 庄内町 19,526 6,769 5,447 1,322 299 989 692 5,785 761 0 223 1038 145 14.7

 遊佐町 12,692 3,735 3,046 689 2 804 545 2,974 761 0 0 639 138 17.1

 村山地域 514,304 150,290 102,587 47,703 7,110 836 491 131,046 13,714 1,273 4,257 22,676 120 14.4

 最上地域 67,140 20,544 14,018 6,526 717 865 520 18,013 2,092 1 432 2,122 86 10.0

 置賜地域 191,058 58,146 39,286 18,860 455 838 475 48,705 4,912 289 3,270 6,837 98 11.9

 庄内地域 254,480 84,412 59,961 24,451 4,483 954 580 76,194 8,540 8 1,780 12,282 132 13.5

 合　　計 1,026,982 313,392 215,852 97,540 12,765 868 512 273,958 29,258 1,571 9,739 43,917 117 13.4

出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（全国調査）
※一部は「一般廃棄物処理事業実態調査」（全国調査）を基に県で算出

排  出  別  内  訳
市町村で処理するごみの排出量（ｔ）

ご み 処 理 量 内 訳
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ごみの排出状況（令和５年度）

計画収集人口 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ その他 粗大ごみ 小　　計 直搬ごみ 計
（人） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ）

 山形市 236,855 56,616 4,206 5,855 95 433 67,205 4,828 72,033

 上山市 28,211 6,304 247 774 12 280 7,617 804 8,421

 山辺町 13,267 2,693 120 335 0 9 3,157 127 3,284

 中山町 10,615 2,166 73 280 33 7 2,559 116 2,675

 寒河江市 39,817 8,471 125 322 10 23 8,951 2,825 11,776

 西川町 4,689 1,065 22 59 1 7 1,154 182 1,336
 朝日町 6,049 1,269 24 68 2 12 1,375 275 1,650

 大江町 7,321 1,367 23 65 1 3 1,459 326 1,785

 村山市 21,845 4,605 159 313 0 11 5,088 755 5,843

 天童市 60,401 14,304 336 786 80 74 15,580 1,366 16,946

 東根市 47,874 10,887 284 760 0 19 11,950 1,651 13,601

 河北町 17,086 3,740 119 277 0 7 4,143 891 5,034

 尾花沢市 14,092 3,029 152 348 0 104 3,633 638 4,271

 大石田町 6,182 1,206 55 135 0 44 1,440 195 1,635

 新庄市 32,634 9,688 469 793 12 10 10,972 641 11,613

 金山町 4,791 834 44 68 0 2 948 229 1,177

 最上町 7,641 1,479 54 173 3 6 1,715 289 2,004

 舟形町 4,796 920 28 52 1 1 1,002 300 1,302

 真室川町 6,585 1,389 51 81 0 5 1,526 268 1,794

 大蔵村 2,867 552 18 65 0 0 635 109 744

 鮭川村 3,793 610 25 26 0 2 663 215 878

 戸沢村 4,033 691 24 38 1 1 755 277 1,032

 米沢市 75,189 19,101 545 2,569 0 77 22,292 2,512 24,804

 長井市 24,952 4,867 115 450 0 9 5,441 1,988 7,429
 南陽市 29,560 6,983 165 719 0 9 7,876 1,578 9,454

 高畠町 21,758 3,810 107 600 0 7 4,524 1,109 5,633

 川西町 13,773 3,001 113 260 0 6 3,380 688 4,068

 小国町 6,783 1,252 76 349 0 3 1,680 214 1,894

 白鷹町 12,556 2,084 75 382 0 9 2,550 532 3,082

 飯豊町 6,487 1,290 34 201 0 3 1,528 254 1,782

 鶴岡市 119,029 31,198 667 2,018 0 0 33,883 2,482 36,365

 三川町 7,096 2,590 30 168 0 20 2,808 133 2,941

 酒田市 96,137 28,130 377 2,735 30 465 31,737 2,865 34,602

 庄内町 19,526 5,308 77 346 6 46 5,783 986 6,769

 遊佐町 12,692 2,908 49 530 0 16 3,503 232 3,735

 村山地域 514,304 117,722 5,945 10,377 234 1,033 135,311 14,979 150,290

 最上地域 67,140 16,163 713 1,296 17 27 18,216 2,328 20,544

 置賜地域 191,058 42,388 1,230 5,530 0 123 49,271 8,875 58,146

 庄内地域 254,480 70,134 1,200 5,797 36 547 77,714 6,698 84,412
 合　　計 1,026,982 246,407 9,088 23,000 287 1,730 280,512 32,880 313,392

出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（全国調査）

市町村で処理するごみの排出量
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ごみの処分状況（令和５年度）

直接焼却 その他 計 粗大ごみ 資源化施設 堆肥化・飼料化 その他 計 直接埋立 焼却残渣 そ の 他 計 直接資源化 施設資源化 集団回収 計  人　口 処理量
（ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （人） （ t ）

 山形市 62,743 2,579 65,322 2,425 3,212 0 0 5,637 967 3,117 0 4,084 2,686 6,053 4,814 13,553 0 0

 上山市 6,975 187 7,162 246 151 220 0 617 112 349 8 469 710 765 314 1,789 0 38

 山辺町 2,797 126 2,923 111 182 0 0 293 43 254 0 297 153 297 82 532 0 0

 中山町 2,263 114 2,377 101 156 0 0 257 33 110 0 143 125 248 128 501 0 0

 寒河江市 10,406 372 10,778 776 482 0 1 1,259 112 1,236 198 1,546 0 689 284 973 0 0

 西川町 1,165 48 1,213 100 71 0 0 171 0 139 25 164 0 98 91 189 0 0

 朝日町 1,444 57 1,501 119 87 0 1 207 0 172 31 203 0 119 126 245 0 0

 大江町 1,577 0 1,577 121 81 0 0 202 6 187 31 224 0 113 66 179 0 0

 村山市 5,151 218 5,369 318 318 0 0 636 0 581 52 633 56 366 157 579 0 0

 天童市 15,261 494 15,755 710 797 0 0 1,507 0 1,713 122 1,835 178 891 342 1,411 0 0

 東根市 12,083 426 12,509 615 650 0 0 1,265 0 1,357 100 1,457 253 739 191 1,183 0 0

 河北町 4,418 173 4,591 249 282 0 0 531 0 498 43 541 85 315 168 568 0 0

 尾花沢市 3,430 300 3,730 0 841 0 0 841 0 377 125 502 0 416 269 685 0 0

 大石田町 1,333 30 1,363 0 291 0 0 291 0 136 60 196 11 200 78 289 0 0

 新庄市 10,125 0 10,125 0 972 100 0 1,072 0 1,090 386 1,476 416 383 368 1,167 0 0

 金山町 1,023 0 1,023 0 150 0 0 150 0 115 68 183 4 80 84 168 0 0

 最上町 1,745 0 1,745 0 256 0 0 256 1 197 67 265 0 188 0 188 0 0

 舟形町 1,170 0 1,170 0 131 0 0 131 0 132 64 196 0 65 56 121 0 0

 真室川町 1,602 0 1,602 0 192 0 0 192 0 180 86 266 0 103 95 198 0 0

 大蔵村 639 0 639 0 105 0 0 105 0 72 34 106 0 70 4 74 0 0

 鮭川村 789 0 789 0 89 0 0 89 0 89 51 140 0 36 41 77 0 0

 戸沢村 920 0 920 0 97 0 0 97 0 104 47 151 12 48 69 129 0 0

 米沢市 20,805 379 21,184 864 621 0 0 1,485 111 2,463 361 2,935 1,948 745 0 2,693 0 0

 長井市 6,057 103 6,160 261 134 316 0 711 0 735 109 844 524 499 329 1,352 0 0

 南陽市 8,177 117 8,294 297 719 0 0 1,016 104 960 124 1,188 0 774 47 821 0 0

 高畠町 4,691 85 4,776 280 527 73 0 880 59 553 77 689 3 622 18 643 0 0

 川西町 3,564 57 3,621 150 66 0 0 216 15 420 63 498 194 96 0 290 0 0

 小国町 1,400 40 1,440 96 58 0 0 154 0 173 40 213 291 74 0 365 0 0

 白鷹町 2,520 49 2,569 118 72 0 0 190 0 305 49 354 310 92 61 463 0 0

 飯豊町 1,491 25 1,516 59 201 0 0 260 0 186 25 211 0 210 0 210 0 0

 鶴岡市 33,331 374 33,705 0 2,884 72 0 2,956 0 3,891 482 4,373 78 2,070 2,318 4,466 0 0

 三川町 2,722 31 2,753 0 149 0 0 149 0 318 22 340 70 96 119 285 0 0

 酒田市 31,382 1,637 33,019 1,827 1,560 0 526 3,913 8 2,251 741 3,000 1,409 2,700 1,745 5,854 0 171

 庄内町 5,785 378 6,163 377 384 0 0 761 0 422 89 511 223 516 299 1,038 0 0

 遊佐町 2,974 181 3,155 173 588 0 0 761 0 217 58 275 0 637 2 639 0 0

 村山地域 131,046 5,124 136,170 5,891 7,601 220 2 13,714 1,273 10,226 795 12,294 4,257 11,309 7,110 22,676 0 38

 最上地域 18,013 0 18,013 0 1,992 100 0 2,092 1 1,979 803 2,783 432 973 717 2,122 0 0

 置賜地域 48,705 855 49,560 2,125 2,398 389 0 4,912 289 5,795 848 6,932 3,270 3,112 455 6,837 0 0

 庄内地域 76,194 2,601 78,795 2,377 5,565 72 526 8,540 8 7,099 1,392 8,499 1,780 6,019 4,483 12,282 0 171

  合　計 273,958 8,580 282,538 10,393 17,556 781 528 29,258 1,571 25,099 3,838 30,508 9,739 21,413 12,765 43,917 0 209

出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（全国調査）

資源化量最終処分場焼却施設以外の処理施設焼却施設 自家処理
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ごみ質分析結果（令和５年度間平均値）
単位容積

ビニール・ゴム・

合成樹脂・皮革

山形広域環境事務組合

エネルギー回収施設（立谷川） 43.7% 19.0% 24.5% 5.3% 0.9% 6.6% 124kg/㎥ 47.2% 46.6% 6.2% 8,925KJ/kg 実測

エネルギー回収施設（川口） 41.9% 29.0% 6.8% 9.5% 1.5% 11.3% 191kg/㎥ 48.1% 44.7% 7.2% 9,807KJ/kg 実測

西村山広域行政事務組合

寒河江地区クリーンセンター 48.9% 19.3% 3.0% 14.5% 0.6% 13.7% 184kg/㎥ 56.5% 38.2% 5.3% 7,193KJ/kg 実測

東根市外二市一町共立衛生処理組合

クリーンピア共立 53.5% 15.4% 2.3% 22.9% 0.7% 5.2% 183kg/㎥ 52.1% 42.3% 5.6% 7,550KJ/kg 実測

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合

環境衛生センター 42.8% 36.5% 2.0% 15.8% 0.8% 2.1% 194kg/㎥ 54.7% 40.9% 4.4% 8,825KJ/kg 実測

最上広域市町村圏事務組合

エコプラザもがみ 69.9% 15.6% 4.6% 4.2% 0.7% 5.0% 0kg/㎥ 53.6% 41.3% 5.1% 8,604KJ/kg 実測

置賜広域行政事務組合

千代田クリーンセンター 60.5% 17.5% 8.7% 6.2% 1.5% 5.6% 175kg/㎥ 45.8% 47.3% 6.9% 9,029KJ/kg 実測

鶴岡市

ごみ処理施設 51.9% 22.6% 10.3% 6.3% 2.8% 6.1% 146kg/㎥ 46.5% 45.9% 7.6% 8,125KJ/kg 実測

酒田地区広域行政組合

ごみ処理施設 52.0% 21.4% 13.0% 7.4% 3.2% 3.0% 126kg/㎥ 39.3% 53.1% 7.6% 9,452KJ/kg 実測

全  体  平  均 51.7% 21.8% 8.4% 10.2% 1.4% 6.5% 147kg/㎥ 49.3% 44.5% 6.2% 8,612KJ/kg

出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（全国調査）

可燃 灰分 低位 算出方法

ごみ種類の組成 ごみ三成分 発熱量

紙・繊維類 木・竹・わら類 厨芥類 不燃物類 その他 重量 水分
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市町村 合　計 子供会 町内会 婦人会
老人

クラブ
壮年会 ＰＴＡ

消費者
団体

保育園
幼稚園

小学校
中学校

高等
学校

企業
ｽﾎﾟｰﾂ
少年団

市町村
衛連

その他

山形市 562 161 357 - - - 16 - - 16 - - - - 12

上山市 51 31 12 - - - 2 - - - - - - - 6

山辺町 8 5 1 - - - 2 - - - - - - - -

中山町 25 21 3 - - - 1 - - - - - - - -

寒河江市 53 46 - - - - 6 - - - - - - - 1

西川町 10 8 - - - - - - - - - - - - 2

朝日町 34 29 5 - - - - - - - - - - - -

大江町 35 18 17 - - - - - - - - - - - -

村山市 9 6 1 - - - - - - 2 - - - - -

天童市 85 58 10 1 - 4 3 - - - 1 - 2 - 6

東根市 39 29 6 - - - - - - 2 - - - 1 1

河北町 73 54 13 - - 1 2 - - - - - - - 3

尾花沢市 7 - - - - - 7 - - - - - - - -

大石田町 4 - - - - - - - - 3 - - - 1 -

新庄市 121 82 24 - 1 - 1 - - 5 2 - 1 - 5

金山町 21 6 8 4 - 1 - - - 2 - - - - -

最上町 0 - - - - - - - - - - - - - -

舟形町 14 11 - - 1 - 1 - - 1 - - - - -

真室川町 4 - - - - - - - - 2 - - 2 - -

大蔵村 2 2 - - - - - - - - - - - - -

鮭川村 2 - - - - - - - - 2 - - - - -

戸沢村 1 - - - - - - - - 1 - - - - -

米沢市 0 - - - - - - - - - - - - - -

長井市 88 87 1 - - - - - - - - - - - -

南陽市 27 24 3 - - - - - - - - - - - -

高畠町 59 59 - - - - - - - - - - - - -

川西町 0 - - - - - - - - - - - - - -

小国町 0 - - - - - - - - - - - - - -

白鷹町 18 18 - - - - - - - - - - - - -

飯豊町 0 - - - - - - - - - - - - - -

鶴岡市 374 168 169 3 6 - 20 - 1 - 1 - - - 6

三川町 29 21 5 - - - - - - 3 - - - - -

酒田市 230 54 118 16 8 - 6 - - 1 - - 2 2 23

庄内町 86 53 30 1 2 - - - - - - - - - -

遊佐町 2 - - 2 - - - - - - - - - - -

合　　計 2,073 1,051 783 27 18 6 67 0 1 40 4 0 7 4 65

(参考）

令和4年度 2,012 987 780 30 21 4 70 0 3 42 4 0 9 6 56

 

※市町村が把握する団体の実数

集団資源回収実施団体数（令和5年度）
資料２－５ 



資料-9 
 

実施団体 回収業者 合計

山形市 ○ 1,965.4 954.3 309.8 1,253.6 27.8 - 49.4 5.3 - 50.0 - 310.2 0.1 - - 4,925.9 不明 ○ 27,533 10,385 37,918

上山市 ○ 104.1 80.3 106.7 0.8 - 4.8 - 3.5 - 10.9 - - - 311.1 不明 ○ 1,397 525 1,922

山辺町 ○ 44.3 15.0 - 18.5 0.4 - - - 0.3 2.8 - 1.7 - - - 83.0 不明 ○ 177 - 177

中山町 ○ 47.2 37.2 31.8 0.9 - 0.7 0.1 - 5.6 - 3.9 - - - 127.4 不明 ○ 557 - 557

寒河江市 ○ 155.5 43.5 - 61.5 0.1 - - - - - - 16.3 - - - 276.9 不明 ○ 421 - 421

西川町 ○ 40.6 15.7 - 22.9 0.1 - - - - - - 7.4 - - - 86.7 不明 ○ 184 - 184

朝日町 ○ 64.2 21.6 - 24.1 - - - - - - - 8.1 - - - 118.0 不明 ○ 943 - 943

大江町 ○ 35.6 12.4 - 15.7 - - - - - - - 3.9 - - - 67.5 不明 ○ 285 298 583

村山市 ○ 78.0 34.0 7.3 31.0 0.0 - - - - 3.8 - 1.7 - ビールケース 0.3 156.1 710 ○ 83 - 83

天童市 ○ 173.4 52.1 21.9 77.4 1.6 - 5.0 - 3.9 8.5 - 14.2 - - - 357.9 不明 ○ 1,688 86 1,774

東根市 ○ 111.5 30.6 - 42.6 0.4 - - - 3.2 4.5 - 0.2 - ビールケース（数不明） - 193.0 894 ○ 769 - 769

河北町 ○ 104.3 23.5 0.4 39.5 - - 0.7 0.1 - 8.2 - 0.8 - - - 177.5 820 ○ 529 - 529

尾花沢市 ○ 151.2 58.9 - 55.8 0.3 - 1.7 0.1 - 3.1 - - - ビールケース34個 - 271.1 不明 × - - -

大石田町 ○ 43.8 18.2 14.8 0.1 - 0.2 - - 0.2 - - 0.6 ビールケース（数不明） - 77.9 不明 ○ 36 - 36

新庄市 ○ 161.5 75.6 - 93.0 2.3 - 6.8 - 12.0 1.8 - - - プラケース 0.06 353.1 1,045 ○ 761 1,202 1,963

金山町 ○ 33.7 17.0 - 27.0 0.3 - 1.2 - 0.2 1.9 - - - - - 81.3 不明 ○ 356 279 635

最上町 × - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ 0 0 0

舟形町 ○ 34.7 16.3 - 22.2 0.4 - 0.5 - 0.7 0.6 - - - - - 75.4 不明 ○ 123 221 344

真室川町 ○ 46.0 22.5 - 24.9 0.3 - 0.8 - - 1.5 - - - - - 96.0 不明 ○ 95 - 95

大蔵村 ○ 1.4 0.7 - 0.8 - - 0.0 0.0 - 0.6 - - - - - 3.5 不明 × - - -

鮭川村 ○ 16.8 9.1 - 11.3 0.3 - 1.0 - - 0.6 - - - ビールケース（数不明） - 39.2 200 ○ 84 129 213

戸沢村 ○ 32.8 13.9 - 19.8 0.2 - 0.9 - - 1.6 - - - - 69.2 283 ○ 304 - 304

米沢市 × - - - - - - - - - - - - - - - - - × - - -

長井市 ○ - - - - - 264.2 - - 64.1 1.3 - - - - - 329.6 2,013 ○ 659 - 659

南陽市 ○ 17.8 8.4 - 7.6 - - - - 2.7 10.5 - - - - - 47.0 不明 ○ 74 - 74

高畠町 ○ 54.4 22.6 - 29.6 - - - - - 9.3 - - - - - 115.9 不明 ○ 314 - 314

川西町 × - - - - - - - - - - - - - - - - - × - - -

小国町 × - - - - - - - - - - - - - - - - - × - - -

白鷹町 ○ - - - - - 46.9 - - 13.9 - - - - - - 60.8 不明 ○ 306 - 306

飯豊町 × - - - - - - - - - - - - - - - - - × - - -

鶴岡市 ○ 947.4 564.7 13.6 746.1 5.9 - - - 17.4 22.9 - 7.2 2.5 - - 2,327.7 不明 ○ 10,358 9,176 19,534

三川町 ○ 55.2 25.7 1.0 34.1 0.7 - 0.3 0.0 0.0 1.8 - - - 廃食用油 0.5 119.3 118 ○ 611 352 963

酒田市 ○ 666.0 268.0 - 597.0 13.0 - 25.0 4.1 - 9.0 - - - ペットボトル 2.0 1,584.1 不明 ○ 6,335 4,730 11,065

庄内町 ○ 138.8 64.0 95.0 0.8 - 0.6 - 0.0 1.0 - - - - - 300.2 不明 ○ 890 593 1,483

遊佐町 ○ 1.2 0.4 0.6 0.0 - - - - - - - - - - 2.2 不明 ○ 30 - 30

合    計 30 5,326.9 2,506.1 354.0 3,504.9 56.6 311.1 99.6 9.7 118.4 154.6 0.0 386.4 3.2 2.9 12,834.4 6,083 29 55,902 27,976 83,878

（参考）
（※未集計　ビールケース（重量不明） 34 個他）

令和4年度 31 5,973.1 2,733.0 372.9 3,594.6 62.0 319.1 104.6 11.6 133.7 156.2 0.8 409.5 0.7 3.2 13,874.8 7,654 29 59,404 30,444 89,848

※端数処理により合計が合わない場合がある。

※実施していない場合は「－」、実施しているが数量が0.05ｔ未満の場合は「0.0」とする。

※回収量を重量（ｔ）で計上していない資源物は合計値の集計除外としている。

紙類
一括収集

缶・ビン
一括収集

小型家電布類アルミ缶 スチール缶 金属類

集団資源回収実績（令和5年度）

雑誌
回収金額

（千円）ビン類
奨励金の交付額（千円）

資源回収に対する奨励金回収量（ｔ）

市町村
実施
の

有無 新聞
合計（ｔ） 制度の

有無紙パック雑がみ 段ボール その他
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資料-10 

市町村 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

山形市 8,901 8,512 8,090 7,394 7,016 6,505 5,585 5,436 5,376 4,926

上山市 826 730 753 671 623 584 307 302 294 311

山辺町 257 230 202 235 221 188 81 62 41 83

中山町 304 241 275 294 249 249 108 96 96 127

寒河江市 743 711 662 655 584 503 222 209 266 277

西川町 171 158 146 142 137 109 83 89 98 87

朝日町 195 188 183 175 169 157 85 139 136 118

大江町 138 142 134 102 103 94 44 62 71 68

村山市 673 706 606 528 564 475 201 163 205 156

天童市 1,396 1,274 1,216 1,070 958 883 285 331 327 358

東根市 801 740 686 601 588 501 185 168 186 193

河北町 473 449 416 377 351 316 151 131 165 178

尾花沢市 466 474 460 395 395 367 281 419 306 271

大石田町 148 142 134 121 111 105 91 76 - 78

新庄市 1,392 1,129 1,116 984 975 736 612 597 424 353

金山町 167 170 156 155 141 143 119 119 94 81

最上町 - 21 21 19 16 - - - - -

舟形町 100 104 95 122 111 104 77 79 126 75

真室川町 1 148 141 138 199 123 97 98 100 96

大蔵村 2 - - 27 12 9 1 3 3 4

鮭川村 106 112 107 100 98 93 78 65 68 39

戸沢村 144 130 120 114 121 96 99 85 81 69

米沢市 - - - - - - - - - -

長井市 786 706 688 632 656 555 245 350 329 330

南陽市 216 191 174 174 140 130 27 39 - 47

高畠町 301 305 280 243 219 202 105 116 52 116

川西町 - - - - - - - - - -

小国町 - - - - - - - - - -

白鷹町 203 190 179 172 169 148 57 65 73 61

飯豊町 - - - - - - - - 8 -

鶴岡市 4,072 3,777 3,612 3,431 3,312 3,105 2,715 2,639 2,597 2,328

三川町 327 195 191 191 175 161 151 145 133 119

酒田市 2,819 2,797 2,656 2,521 2,418 2,266 1,976 1,892 1,745 1,584

庄内町 726 704 671 656 632 627 437 378 350 300

遊佐町 79 69 76 82 72 61 55 4 6 2

合    計 26,933 25,444 24,244 22,521 21,534 19,596 14,561 14,358 13,875 12,834

※回収品目は市町村ごとに異なる。

※端数処理により、合計が合わない場合がある。

集団資源回収実績の推移（平成26～令和５年度）
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出典：山形県河川調書 （令和７年６月１日現在 県土整備部河川課） 
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海岸漂着物等組成調査結果 
（令和６年度 11月 15日、鶴岡市湯野浜海岸） 

１ 海岸漂着物の組成表と組成比 

 

  

大分類 種類 個数 容量（L) 重量（kg）

プラスチック ボトルのキャップ、ふた 42 0.82 0.215

ボトル 飲料用ペットボトル（1L未満） 48 31.30 1.654

その他のプラボトル（1L未満） 41 28.70 2.317

飲料用ペットボトル（1L以上） 15 34.50 0.953

その他のプラボトル（1L以上） 10 168.32 12.757

ストロー 5 0.21 0.004

マドラー、フォーク、ナイフ、スプーン等 2 0.13 0.009

食品容器（ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ、ｺｯﾌﾟ、ﾗﾝﾁﾎﾞｯｸｽ、それに類するもの） 11 5.43 0.136

ポリ袋（不透明、透明） 16 3.50 0.372

ライター 6 0.64 0.073

テープ（荷造りバンド、ビニールテープ） 5 0.24 0.022

シートや袋の破片 20.05 0.529

硬質プラスチック破片 75.74 17.782

ウレタン 5 9.44 0.814

浮子（ブイ）（漁具） 9 122.10 14.273

ロープ・ひも（漁具） 74 300.84 71.917

アナゴ筒（フタ、筒）（漁具） 25 41.25 1.076

漁網（漁具） 8 32.14 2.974

その他の漁具（漁具） 14 19.20 4.217

生活雑貨（歯ブラシ等） 5 1.54 0.129

苗木ポット 9 5.22 0.086

その他 4 1.63 0.107

(発泡スチロール) コップ、食品容器 0 0.00 0.000

発泡スチロール製フロート、浮子（ブイ） 3 154.15 2.944

発泡スチロールの破片 37.50 1.172

発泡スチロール製包装材 0 0 0

その他 0 0 0

ゴム　※ ゴム 5 11.66 0.866

ガラス、陶器　※ ガラス、陶器 10 4.25 1.968

金属　※ 金属 5 4.57 0.698

紙、ダンボール　※ 紙、ダンボール 4 0.69 0.059

天然繊維、革 天然繊維、革 1 36.26 25.752

木（木材等） 木（木材等） 32 174.83 55.610

電化製品、電子機器 電化製品、電子機器 0 0 0

自然物 自然物 242 9,032.40 2,942.988

その他 その他 0 0 0

人力で動かせない物 0 0 0

※　上記分類は、「地方公共団体向け漂着ごみ組成調査ガイドライン」（環境省）に基づく。

※　破片状のものの個数はカウントしない。

※　ゴム、ガラス、陶器、金属、紙、ダンボール、自然物の個数には、破片類や灌木を除く。
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２ 分類別の組成表と組成比 

 

３ 人工物の分類組成表と組成比 

 

  

種類 個数 容量（L) 重量（kg）
漁具を除く人工物 284 811.32 127.028
漁具 130 515.53 94.457
自然物 242 9032.4 2942.988

合計 656 10359.25 3164.473

漁具を除く

人工物

811.32

8%
漁具

515.53

5%

自然物

9032.4 

87%

容量組成比（L) 
漁具を除

く人工物

127.028…

漁具

94.457

3%

自然物

2942.988

93%

重量組成比（kg) 

0 個数 容量（L) 重量（kg）
プラスチック 354 902.94 132.416
発泡スチロール 3 191.65 4.116
ゴム 5 11.66 0.866
ガラス、陶器 10 4.25 1.968
金属 5 4.57 0.698
紙、ダンボール 4 0.69 0.059
天然繊維、革 1 36.26 25.752
木（木材等） 32 174.83 55.61

合計 414 1326.85 221.485

※調査項目のうち数値が０のものは除外。

プラスチック

902.94

68%

発泡スチロール

191.65

15%

ゴム

11.66

1%

ガラス、陶器

4.25

0%

金属

4.57

0%

紙、ダンボール

0.69

0% 天然繊維、革

36.26

3%

木（木材等）

174.83

13%

容量組成比（L) 

プラスチック

132.416

60%

発泡スチロール

4.116

2%

ゴム

0.866

0%

ガラス、陶器

1.968

1%

金属

0.698

0%

紙、ダンボール

0.059

0%

天然繊維、革

25.752

12%

木（木材等）

55.61 

25%

重量組成比（kg) 



資料-14 

 

 

水辺の散乱ゴミの指標評価手法（海岸版） 

資料提供：特定非営利活動法人 パートナーシップオフィス 
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ゴミ状況＜海岸清潔度ランク＞の判定方法 
  撮影地点を中心に、海岸線延長距離約 10ｍに漂着しているゴミ（自然物を除く）の量（かさ容量）を

目視で確認します。 

 〔10m〕×〔海岸の奥行き〕の範囲にある漂着ゴミを回収したと想定した場合、中型の家庭用ゴミ袋（幅

50ｃｍ×高さ 60cm）でおよそ何袋必要になるかを推測します。 

下表よりゴミ袋の数量に対応した＜海岸清潔度ランク＞を求めます。 

 

ゴミ袋数と＜海岸清潔度ランク＞の対応表   
  〔海岸線延長距離 10m〕×〔海岸の奥行き〕の範囲の漂着ゴミを回収したと想定 

ランク 
ゴミ袋の数量

（袋） 
回収した際のゴミのかさ容量の表現として 

かさ容量 

（ﾘｯﾄﾙ） 

0 0 （自然物を除いて）全くゴミがない 0 

T 約 1/8 500mℓのペットボトルなら 3～4本分程度 2.5 

1 約 1/4 2ℓのペットボトルなら 2本分程度 5 

2 約 1/2 
2ℓのペットボトルなら 4本分程度 

200～350 mℓの飲料缶ならば 15本分程度 
10 

3 約 1 

2ℓのペットボトルなら 8本分程度 

200～350 mℓの飲料缶ならば 30本分程度 

ポリタンクならば 1本分程度 

20 

4 約 2 
2ℓのペットボトルなら 16本分程度 

ポリタンクならば 2本分程度 
40 

5 約 4 
2ℓのペットボトルなら 32本分程度 

みかん箱ならば 3個分程度 
80 

6 約 8 ドラム缶ならば 1本分未満 160 

7 約 16 ドラム缶ならば 1.5本分未満 320 

8 約 32 ドラム缶ならば 3本分未満 640 

9 約 64 1立方メートル程度 1,280 

10 約 128 軽トラックで 1台分程度 2,560 

「水辺の散乱ゴミの指標評価手法（海岸版）」は国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所、ＪＥＡＮ／

クリーンアップ全国事務局（現一般社団法人ＪＥＡＮ）、及び特定非営利活動法人パートナーシップオフィス

が、協働で 2004年に開発したものです。 

 
水辺の散乱ゴミの指標評価手法（海岸版） 

資料提供：特定非営利活動法人 パートナーシップオフィス 
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回収処理対策の重点区域 

 
区域 

番号 

市 

町 
区域等 主な施設等 管理者 海岸の区分 形状 

1 

遊 

佐 

町 

女鹿地区海岸区域 三崎公園 県(海岸管理者) 一般公共海岸 岩礁地帯 

2 女鹿漁港区域 女鹿漁港 
遊佐町 

(漁港管理者) 
漁港区域 漁港及び岩礁地帯 

3 吹浦地区海岸区域 
釜磯海水浴場、十六羅漢、 

遊佐町漁村センター 
県(海岸管理者) 

海岸保全区域 

一般公共海岸区域 

岩礁地帯の随所に 

小規模砂浜 

4 吹浦漁港区域 
吹浦漁港、月光川河口、西

浜海水浴場 
県(漁港管理者） 漁港区域 

漁港、岩礁地帯、河口

及び砂浜 

5 菅里地区海岸区域 遊佐町十里塚海水浴場 県(海岸管理者) 海岸保全区域 砂浜 

6 比子地区海岸区域 日向川河口 県(海岸管理者) 海岸保全区域 砂浜、河口 

7 

酒 

田 

市 

宮海地区海岸区域 宮海海水浴場 県(海岸管理者） 海岸保全区域 
砂浜・堤防・テトラ護

岸 

8 酒田港港湾区域 
大浜地区親水空間、港湾

施設、宮野浦海岸 
県(港湾管理者） 港湾区域 砂浜、港湾、河口 

9 最上川河口部 最上川河口 国(河川管理者) － 砂浜、護岸 

10 宮野浦地区海岸区域 － 県(海岸管理者） 海岸保全区域 砂浜 

11 十里塚地区海岸区域 － 県(海岸管理者） 海岸保全区域 砂浜 

12 
浜中地区海岸区域 

（赤川以北） 
赤川河口右岸部 県(海岸管理者） 海岸保全区域 砂浜・河口 

13 赤川河口部 赤川河口 国(河川管理者) － 砂浜 

14 
浜中地区海岸区域 

（赤川以南） 
赤川河口左岸部 県(海岸管理者） 海岸保全区域 砂浜・河口 

15 

鶴 

岡 

市 

湯野浜地区海岸区域 湯野浜海水浴場 県(海岸管理者） 海岸保全区域 砂浜 

16 加茂港港湾区域 
加茂港、加茂水族館、加茂

レインボービーチ 
県(港湾管理者) 港湾区域 港湾、岩礁地帯 

17 油戸漁港区域 油戸漁港 
鶴岡市 

(漁港管理者) 
漁港区域 漁港 

18 
鶴岡海岸区域 

（油戸漁港除く） 
香頭ヶ浜 県(海岸管理者) 一般公共海岸区域 

岩礁地帯、小規模砂

浜 

19 由良漁港区域 由良漁港、由良海水浴場 県(漁港管理者) 漁港区域 漁港、岩礁地帯、砂浜 

20 三瀬漁港区域 三瀬漁港、三瀬海水浴場 
鶴岡市 

(漁港管理者) 
漁港区域 

岩礁地帯、小規模河

川河口、小規模砂浜 

21 小波渡地区海岸区域 － 県(海岸管理者） 海岸保全区域 岩礁地帯 

22 小波渡漁港区域 
小波渡漁港、小波渡海水

浴場 
県(漁港管理者） 漁港区域 

漁港、小規模砂浜、岩

礁地帯 

23 堅苔沢地区海岸区域 － 県(海岸管理者) 海岸保全区域 岩礁地帯 

24 堅苔沢漁港区域 堅苔沢漁港 県(漁港管理者) 漁港区域 漁港、岩礁地帯 

25 五十川地区海岸区域 五十川河口 県(海岸管理者) 
海岸保全区域 

一般公共海岸区域 
岩礁地帯 

26 鈴漁港区域 鈴漁港 
鶴岡市 

(漁港管理者) 
漁港区域 漁港 

27 暮坪地区海岸区域 － 県(海岸管理者） 海岸保全区域 岩礁地帯 

28 暮坪漁港区域 暮坪漁港 
鶴岡市 

(漁港管理者) 
漁港区域 漁港 

29 温海地区海岸区域 温海川河口 県(海岸管理者） 
海岸保全区域 

一般公共海岸区域 

岩礁地帯、小規模砂

浜 

30 米子漁港区域 米子漁港 県(漁港管理者) 漁港区域 漁港、岩礁地帯 
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区域 

番号 

市 

町 
区域等 主な施設等 管理者 海岸の区分 形状 

31 

鶴 

岡 

市 

温福漁港区域 温福漁港 
鶴岡市 

(漁港管理者) 
漁港区域 漁港、岩礁地帯 

32 大岩川漁港区域 大岩川漁港 
鶴岡市 

(漁港管理者) 
漁港区域 漁港、岩礁地帯 

33 大岩川地区海岸区域 庄内小国川河口 県(海岸管理者) 海岸保全区域 
岩礁地帯、小規模砂

浜 

34 小岩川漁港区域 小岩川漁港 
鶴岡市 

(漁港管理者) 
漁港区域 漁港、岩礁地帯 

35 早田地区海岸区域 道の駅しゃりん 県(海岸管理者) 海岸保全区域 
岩礁、奥行きのない

砂浜 

36 早田漁港区域 早田漁港、早田川河口 
鶴岡市 

(漁港管理者) 
漁港区域 漁港 

37 鼠ヶ関港港湾区域 

鼠ヶ関港､鼠ヶ関川河口､鼠

ヶ関マリーナ、マリンパーク

ねずがせき 

県(港湾管理者) 港湾区域 港湾、砂浜、岩礁地帯 

38 
酒 

田 

市 

飛島漁港区域 

勝浦港、中村港、法木港、

飛島海水浴場、マリンプ

ラザ、飛島海釣り公園 

県(漁港管理者) 漁港区域 
漁港、岩礁地帯、小規

模砂浜 

39 飛島地区海岸区域 

御積島、烏帽子群島、賽の

河原、ローソク岩、四谷展

望台 

県(海岸管理者) 
海岸保全区域 

一般公共海岸区域 
岩礁地帯、砂浜 
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平成 27～令和７年 海岸清潔度モニタリング調査結果 

 

※短期目標（秋期海岸清潔度のランクが３以上又は春期より２以上高い）を達成した区域はランクを○で囲んでいる。 

※中期目標（基準年：H23よりランクを１以上改善する）を達成した区域はランクを色付けしている。 

※各ランクの具体的な内容については、資料-15ページの 資料３－４ 参照。 

 

Ｈ２３ H27 H28 H29 H30 R１ R2 R3 R4 R5 R6 R7

1 女鹿地区海岸区域 4 県（河） 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 6 6

2 女鹿漁港区域 2 遊佐町 5 7 ⑦ 6 7 8 ⑧ 8 7 7 ⑨ 7

3 吹浦地区海岸区域 13 県（河） 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7

4 吹浦漁港区域 2 県（水） 5 5 ⑤ ④ ⑤ ③ 5 ⑧ ⑤ ⑤ ④ ④

5 菅里地区海岸区域 3 県（河） 5 6 ⑦ ⑥ ⑥ ④ 4 ⑤ ⑦ 5 ④ ⑤

6 比子地区海岸区域 8 県（河） ⑤ 5 6 6 6 6 7 6 6 6 ⑥ 4

7 宮海地区海岸区域 3 県（河） 7 7 7 ⑦ ⑦ 6 7 7 7 9 9 8

8 酒田港港湾区域 11 県（港） 6 5 5 5 ⑥ 4 4 7 7 6 5 5

9 最上川河口部 2 国 ⑧ 4 ⑤ ④ ⑥ 3 ② ③ ⑤ ④ ③ ③

10
宮野浦地区海岸区
域

1 県（河） 6 ③ 6 6 6 6 7 6 5 5 Ⓣ 4

11
十里塚地区海岸区
域

2 県（河） ⑧ 7 6 6 7 ⑦ ⑦ 7 6 6 6 5

12 浜中地区海岸区域 1 県（河） 6 7 ⑦ ⑥ 7 ④ 3 ⑧ 5 ⑤ ④ ⑤

13 赤川河口部 1 国 ⑧ ⑤ ⑤ ④ ⑥ ③ ③ 5 4 ⑥ ④ ③

14 浜中地区海岸区域 3 県（河） ⑦ 7 7 5 ⑦ ⑥ 4 6 6 6 7 6

15
湯野浜地区海岸区
域

4 県（河） 7 6 ⑥ 6 ⑥ 5 6 6 ⑥ ⑦ ④ ④

16 加茂港港湾区域 7 県（港） 5 5 4 4 5 5 ⑦ 5 4 5 5 4

17 油戸漁港区域 3 鶴岡市 6 ⑤ ② ③ ⑥ ⑦ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ② Ⓣ

18 鶴岡海岸区域 8 県（河） 6 5 6 6 ⑦ ⑨ 8 8 8 8 8 7

19 由良漁港区域 6 県（水） 6 ④ ⑤ ④ ④ ⑥ ⑦ ⑦ 6 4 5 ④

20 三瀬漁港区域 5 鶴岡市 5 4 5 5 ⑤ ⑦ 7 ⑧ ⑧ 6 7 ⑧

21
小波渡地区海岸区
域

1 県（河） ⑧ ⑧ ② ④ ⑧ ⑧ ⑥ ⑩ ⑩ ⑧ ③ Ⓣ

22 小波渡漁港区域 3 県（水） 5 ④ ④ ③ ④ ④ ④ 4 ④ ⑦ ③ ②

23
堅苔沢地区海岸区
域

3 県（河） 7 6 6 6 7 ⑦ 5 8 9 8 7 8

24 堅苔沢漁港区域 1 県（水） 4 4 4 4 4 ⑤ ② 4 4 ⑤ ③ ④

25
五十川地区海岸区
域

3 県（河） 4 5 5 5 5 ④ ③ 3 ④ 3 ① ②

26 鈴漁港区域 1 鶴岡市 5 Ⓣ ② 3 ④ 3 5 4 5 6 ⑦ ③

27 暮坪地区海岸区域 1 県（河） 6 6 6 5 ⑥ 6 T 9 ⑩ Ⓣ ⑤ 5

28 暮坪漁港区域 1 鶴岡市 2 ③ 3 ② 3 Ⓣ 2 3 ② ① ② ①

29 温海地区海岸区域 7 県（河） 5 ④ ④ 4 ⑥ 5 3 5 4 ⑤ ② ③

30 米子漁港区域 2 県（水） ⑦ ⑤ ④ ④ ④ ⑦ 5 6 ⑥ ⑦ ③ ③

31 温福漁港区域 1 鶴岡市 ① Ⓣ Ⓣ Ⓣ ⓪ ⓪ Ⓣ Ⓣ Ⓣ ⓪ ⓪ ⓪

32 大岩川漁港区域 1 鶴岡市 ① ② ① ① ① Ⓣ ⓪ Ⓣ 6 Ⓣ ② ①

33
大岩川地区海岸区
域

3 県（河） 4 5 ⑥ ⑥ ⑦ ⑦ ⑧ 5 4 ⑦ 6 ⑦

34 小岩川漁港区域 2 鶴岡市 ① ① Ⓣ ② ② ① T ③ ③ ③ ② ②

35 早田地区海岸区域 5 県（河） 7 6 ⑥ ⑥ ⑦ ⑦ 7 8 8 8 8 ⑧

36 早田漁港区域 1 鶴岡市 ① Ⓣ Ⓣ ⓪ Ⓣ 1 ③ Ⓣ Ⓣ ⓪ Ⓣ ⓪

37 鼠ヶ関港港湾区域 8 県（港） 4 ③ ④ ④ ⑤ 4 4 4 2 2 5 4

38 飛島漁港区域 11 県（水） 7 8 7 7 ⑧ 7 7 6 7 7 7 7

39 飛島地区海岸区域 22 県（河） 7 6 ⑥ ⑥ ⑦ ⑦ ⑧ 8 7 8 7 7

11 15 22 20 27 23 16 12 15 18 22 23

28.2 38.5 56.4 51.3 69.2 59.0 41.0 30.8 38.5 46.2 56.4 59.0

21 19 20 10 16 19 13 14 14 20 23

53.8 48.7 51.3 25.6 41.0 48.7 33.3 35.9 35.9 51.3 59.0

短期目標達成割合（％）

中期目標達成区域数

中期目標達成割合（％）

遊
佐
町

酒
田
市

鶴
岡
市

鶴
岡
市

酒
田
市

短期目標達成区域数

市
町
名

区域
番号

区　域　名 地点数 管理者
春期海岸清潔度ランク

資料３－６ 
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用語集 

 

【あ行】 

・一般廃棄物 

産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物はさらに「ごみ」と「し尿」に分類される。また、「ご

み」は一般家庭の日常生活に伴って生じた「生活系ごみ」と、商店、オフィス、レストラン等の

事業活動によって生じた「事業系ごみ」に分類される。 

 

・一般廃棄物処理事業実態調査 

一般廃棄物行政の推進に関する基礎資料を得ることを目的として、環境省が全国の市区町村及

び特別地方公共団体に対して毎年度実施する統計調査。 

 

・エネルギー回収型廃棄物処理施設 

廃棄物の焼却や発酵に伴って発生する熱やメタンガスを回収し、発電等に活用する施設。県内

では、地方公共団体や民間の廃棄物処理業者が、廃棄物焼却施設やメタンガス化施設における発

電や熱供給等のエネルギー回収を行っている。 

 

・大阪ブルー・オーシャン・ビジョン 

2019（令和元）年６月のＧ20大阪サミットで各国と共有された、海洋へのプラスチックごみ

及びマイクロプラスチックの流出の抑制及び大幅な削減のために適切な国内的行動を速やかに取

るとした共通の世界のビジョン。 

社会にとってのプラスチックの重要な役割を認識しつつ、改善された廃棄物管理及び革新的な

解決策によって、管理を誤ったプラスチックごみの流出を減らすことを含む、包括的なライフサ

イクルアプローチを通じて、2050（令和 32）年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚

染をゼロにまで削減することを目指すものとされた。 

 

【か行】 

・カーボンニュートラル（ゼロカーボン） 

二酸化炭素などの温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と、森林等の吸収源による除去

量とが均衡している状態 

 

・海岸漂着物（漂着ごみ） 

 海岸に漂着したごみのこと。自然物である流木や草、人工物であるプラスチック容器やビニー

ル等、多種多様なごみが確認されている。注射針等の危険なごみや外国等の遠方で発生した廃棄

物の漂着もあり、また、回収しても次々と漂着するため、安全な生活、漁業や海運、景観・レジ

ャーに加え、海洋生物等への影響が問題となっている。 

 

資料４ 
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・海岸漂着物処理推進法 

（美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に

係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（平成 21年法律第 82号）） 

海岸における良好な景観及び環境を保全するため、海岸漂着物の円滑な処理及び発生の抑制を

図ることを目的とした法律。 

漂流ごみ等の海洋環境への影響、海岸漂着物等の対策としての循環型社会形成推進の重要性、

マイクロプラスチックの海洋生態系に対する影響への国際的関心の高まり等を踏まえ、2018（平

成 30）年６月に法律名も含めて改正された。 

漂流ごみや海底ごみを含む海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための「海岸漂着物

処理推進法に基づく基本方針」についても、内陸域から沿岸域までの流域圏での関係主体が一体

となった対策の実施、漂流ごみ等の処理の推進、廃プラスチック類の排出抑制、リサイクル、代

替材利用の推進、多様な主体の連携などを追加する変更が行われた。 

 

・海洋プラスチックごみ対策アクションプラン 

海洋プラスチックごみによる地球規模での環境汚染が国際的にも懸念されていることから、

2019（令和元）年６月のＧ20大阪サミットにおいて、議長国として我が国の率先的な姿勢を示

し、議論をリードするため、我が国としての具体的な取組みをまとめたもの。 

 

・家庭系ごみ（一般廃棄物） 

 生活系ごみ（別項参照）のうち、資源ごみや集団回収ごみなど資源として利用されるものを除

いたもの。 

 

・家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法（平成 10年法律第 97号）） 

 エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機について、小売業者に消費者からの

引取り及び引き取った廃家電の製造業者等への引渡しを義務付けるとともに、製造業者等に対し

引き取った廃家電の一定水準以上のリサイクルの実施を義務付けた法律。 

 

・環境配慮契約（グリーン契約） 

環境負荷ができるだけ少なくなるような工夫をした契約。 

 

・行政検査 

廃棄物処理業者、廃棄物処理施設、排出事業者に対する廃棄物処理法に基づく立入検査におい

て、廃棄物の抜取りや排ガス・放流水等の測定により排出基準等の遵守状況を確認するために実

施する検査。 

 

・グリーン購入 

環境を考慮して、必要性をよく考え、環境負荷ができるだけ少ない製品やサービスを選び、環

境負荷の低減に努める事業者から優先して購入すること。 
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・グリーン購入法 

（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12年法律第 100号）） 

  国等の公的機関が率先して環境物品等の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な

情報を提供することなどにより、持続的発展が可能な社会の構築をめざすもの。 

 

・建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年法律第 104号）） 

 一定規模以上の建設工事について、その受注者に対し、コンクリートや木材等の特定建設資材

を分別解体等により現場で分別し、再資源化等を行うことを義務付けた法律。制度の適正かつ円

滑な実施を確保するため、発注者による工事の事前届出制度、解体工事業者の登録制度などを創

設。 

 

・小型家電リサイクル法 

（使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平成 24年法律第 57号）） 

 携帯電話やデジタルカメラなどの使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、再生資源

化事業者の認定や、当該認定を受けた再資源化計画に従って行う事業についての廃棄物処理法の

許可等に関する特例等について定めた法律。 

 市町村等関係者が協力して、自発的に回収方法やリサイクルの実施方法を工夫しながら、それ

ぞれの実情に合わせた形でリサイクルを実施する促進型の制度。 

 

・ごみ組成調査 

 ごみ焼却施設において、年４回以上実施することとされている調査で、紙・布類、ビニール・

合成樹脂・ゴム・皮革類、木・竹・ワラ類、厨芥類、不燃物類、その他について、乾燥状態での

重量比等を把握するもの。 

 

【さ行】 

・災害廃棄物 

 自然災害により生じた、生活環境の保全上処理が必要とされる廃棄物であり、一般廃棄物に該

当する。特徴として、災害が発生した後、短期間に大量に発生することが多い。また、震災と水

害では発生する廃棄物の特徴が異なり、生活復旧のため、迅速な撤去及び処理が求められる。 

 

・災害廃棄物処理計画 

 都道府県や市町村が策定する、実際に災害が起きたときにどのように災害廃棄物に対処するか

を事前に定めた計画。平時において廃棄物処理法及び災害対策基本法に基づき策定する計画であ

り、災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するために必要な事項を整理したもの。 

 

・再資源化事業等高度化法 

（資源循環の促進のための再資源化事業の高度化及びに関する法律(令和６年法律第 41号)） 
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脱炭素化と再生資源の質と量の確保等の資源循環の取組みを一体的に促進するため、基本方針

の策定、特に処分量の多い産業廃棄物処分業者の再資源化の実施の状況の報告及び公表、再資源

化事業等の高度化に係る認定制度の創設等について定めた法律 

 

・最終処分（最終処分場） 

 廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分のこと。 

廃棄物は、資源化又は再利用される場合を除き、最終的には最終処分される。最終処分は埋立

て（陸上処理）が原則とされており、現在、廃棄物の海洋投入処分は行われていない。最終処分

を行う施設が最終処分場であり、ガラスくず等の安定型産業廃棄物のみを埋め立てることができ

る「安定型最終処分場」、有害な産業廃棄物を埋め立てるための「遮断型最終処分場」、その他の

産業廃棄物を埋め立てる「管理型最終処分場」に分類される。一般廃棄物最終処分場は、すべて

「管理型最終処分場」と同様の構造となる。 

 

・再生可能エネルギー 

 有限で枯渇の危険性を有する石油・石炭などの化石燃料や原子力と対比して、自然環境の中で

繰り返し起こる現象から取り出すエネルギーの総称。具体的には、太陽光や太陽熱、水力、風

力、バイオマス（持続可能な範囲で利用する場合）、地熱、波力、温度差などを利用した自然エ

ネルギーと、廃棄物の焼却熱利用・発電などのリサイクルエネルギーをいう。これに対し、いわ

ゆる新エネルギーは、太陽光や太陽熱、風力、中小水力、バイオマス等をいい、再生可能エネル

ギーのうち大規模水力や空気熱、地中熱等は除かれる。 

 

・再生骨材 

がれき類（コンクリート、アスファルト）を、中間処理施設で破砕・粒度調整したもの。道路

路盤材、埋め戻し材、裏込め材等、各種土木資材のほか、再生生コンの材料、道路・駐車場等の

舗装の再生合材等として活用される。 

 

・産業廃棄物 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチ

ック類など 20種類の廃棄物をいう。産業廃棄物は、排出事業者に処理責任があり、廃棄物処理

法に定める処理基準に従って処理しなければならない。 

 

・残余年数 

 最終処分場で廃棄物を埋立処分できる全体の容量のうち、既に埋め立てられた容量を除く、残

された埋立て可能な容量を、過去の実績に基づく年間最終処分量推定値で割ったもの。 

 

・３０１０（さんまるいちまる）運動 

宴会時の食べ残しを減らすためのキャンペーンで、＜乾杯後 30分間＞は席を立たずに料理を

楽しみましょう、＜お開き 10分前＞になったら、自分の席に戻って、再度料理を楽しみましょ
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う、と呼びかけて、食品ロスを削減するもの。 

 

・事業系ごみ（一般廃棄物） 

事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しない廃棄物のこと。 

 

・持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals） 

「誰一人取り残さない（leave no one behind）」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界

共通の目標。2015（平成 27）年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持続可能な

開発のための 2030アジェンダ」の中で掲げられ、2030（令和 12）年を達成年限とし、17のゴー

ルと 169のターゲットから構成されている。 

 

・シップ・リサイクル法 

（船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成 30年法律第 61号)） 

船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを

目的とし、2025（令和７）年６月に発効した「二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化

のための香港国際条約」の担保法として、総トン数 500トン以上の船舶及び当該船舶を再資源化

解体する事業者に対する制度を定めた法律。 

 

・自動車リサイクル法（使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成 14年法律第 87号)） 

 自動車製造業者等を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることにより、使用済自動

車のリサイクル・適正処理を図るための法律。自動車製造業者・輸入業者に、自らが製造・輸入

した自動車が使用済みになった場合に生じるシュレッダーダスト（破砕された後の最終残さ）等

を引き取ってリサイクルする等の義務を課し、そのために必要な費用は再資源化等料金として自

動車の所有者が、原則、新車販売時に負担する制度。解体業者などの関係事業者はすべて都道府

県知事等の登録・許可を受けることが必要であり、各事業者間の使用済自動車の流通は一元的に

情報管理される仕組みとなっている。 

 

・集団回収 

自治会・子ども会などの住民団体が、自主的に家庭から出る古紙類、ビン・缶類などの資源物

を回収し、回収業者に引き渡すリサイクル活動のこと。 

 

・循環経済（サーキュラーエコノミー） 

従来の３Ｒの取組みに加え、製品・サービスの生産段階から、資源や製品の再使用・再生利用

を前提に設計し、生産から消費までのあらゆる段階で循環させることで、既存の資源の価値を最

大化し、新たな資源やエネルギーの消費や廃棄物の発生を最小化する経済活動のこと。 

 

・循環型社会 

製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においては、
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これについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循

環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができ

る限り低減される社会。 

 従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄型社会」に代わり、今後目指すべき社会像として、

2000（平成 12）年に制定された「循環型社会形成推進基本法」で定義された。 

同法は、循環型社会を構築する方法として、（１）ごみを出さない、（２）出たごみのうち有用

なものはできるだけ利用する、（３）どうしても利用できないごみはきちんと処分する、の３つ

を提示している。 

 

・循環型社会形成推進基本計画 

循環型社会形成推進基本法に基づき、循環型社会の形成を総合的・計画的に進めるために政府

が定める基本計画。2024（令和６）年８月に策定された第五次計画では、循環経済への移行を国

家戦略として位置付けた上で、重要な方向性として、「循環型社会形成に向けた循環経済への移行

による持続可能な地域と社会づくり」、「資源循環のための事業者間連携によるライフサイクル全

体での徹底的な資源循環」、「多種多様な地域の循環システムの構築と地方創生の実現」、「資源循

環・廃棄物管理基盤の強靱化と着実な適正処理・環境再生の実行」及び「適正な国際資源循環体

制の構築と循環産業の海外展開の推進」を掲げ、その実現に向けて国が講ずべき施策を示すとと

もに、2030（令和 12）年度を目標年次として数値目標を設定している。 

 

・循環型社会形成推進基本法（平成 12年法律第 110号）  

 循環型社会の形成について基本原則、関係主体の責務を定めるとともに、循環型社会形成推進

基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項などを規定した法律。 

 

・循環型産業 

廃棄物等の発生抑制、再使用、リサイクル、熱利用、適正処理等に関係する産業のこと。 

 

・循環資源  

  循環型社会形成推進基本法で定義されたものであり、廃棄物等（無価物である廃棄物及び使用

済製品等や副産物等で有価のもの）のうち有用なものを指す。実態的には「廃棄物等」はすべて

有用なものとしての可能性を持っていることから、廃棄物等と同等であるといえる。有価・無価

という違いを越えて廃棄物等を一体的に捉え、その発生抑制と循環利用（再使用、再生利用、熱

回収）を推進するために考案された概念。  

 

・消費期限 

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」

まで、「安全に食べられる期限」のこと。弁当、サンドイッチ、生めん、ケーキなど、いたみや

すい食品に表示されている。 
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・賞味期限 

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」

まで、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」のこと。スナック菓子、カップめん、チー

ズ、缶詰、ペットボトル飲料など、消費期限に比べて、いたみにくい食品に表示されている。作

ってから３ヶ月以上もつものは、「年月」で表示することもある。この期限を過ぎても、すぐに

食べられなくなるわけではない。 

 

・食品廃棄物多量発生事業者定期報告 

食品リサイクル法に基づき、食品廃棄物等多量発生事業者（食品廃棄物等の前年度の発生量が

100トン以上の食品関連事業者）が毎年６月末までに農林水産大臣に提出する、食品廃棄物等の

発生量や食品循環資源の再生利用等の状況に関する報告。 

 

・食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用の促進の取組に係る実態調査 

家庭から発生した食品廃棄物・食品ロスの発生量及び処理状況、食品廃棄物・食品ロスの発生

抑制や再生利用に関する取組みの実施状況等を把握するため、環境省が全市区町村に対して実施

するアンケート調査。 

 

・食品リサイクル法（食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成 12年法律第 116号）） 

生産・流通・消費の各段階で食品廃棄物の発生を抑制し、リサイクルできるものは肥料や飼料

などにリサイクルし、そのうえで廃棄されるものは、脱水・乾燥などで減量化し処分しやすいよ

うにすること等を定めた法律。2025（令和７）年３月に公表された基本方針において、2029（令

和 11）年度までに達成すべき再生利用等実施率の目標が、食品製造業、食品卸売業、食品小売

業、外食産業の業界ごとに設定されている。 

 

・食品ロス 

売れ残りや食べ残しなど、本来食べられるのに捨てられてしまう食品のこと。もともと食べら

れない部分（骨、種など）は食品ロスに含まれない。売れ残り、食べ残し、過剰除去、期限切れ

による直接廃棄などにより発生する。 

 

・食品ロス削減推進法（食品ロスの削減の推進に関する法律（令和元年法律第 19号）） 

食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策

定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減

を総合的に推進することを目的とした法律。 

 

・スポＧＯＭＩ大会 

企業や団体が取り組む従来型のごみ拾いに、「スポーツ」のエッセンスを加え、今までの社会

奉仕活動を「競技」へと変換させた日本発祥の全く新しいスポーツの大会。予め定められたエリ

アで、制限時間内にチームワークでごみを拾い、ごみの量と質でポイントを競い合う。 
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・３Ｒ（スリーアール／さんアール） 

 Reduce（リデュース：発生抑制）、Reuse（リユース：再使用）、Recycle（リサイクル：再生利

用）の３つのＲの総称。循環型社会形成推進基本法において優先順位が法定化されており、①発

生抑制、②再使用、③再生利用、その次に④熱回収、⑤適正処分という優先順位となっている。 

 

・生活系ごみ（一般廃棄物） 

  一般家庭の生活に伴って生じた廃棄物のこと。 

 

【た行】 

 

・多量排出事業者 

 多量の産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者のこと。廃棄物処理法では、年間に

1,000トン以上の産業廃棄物又は 50トン以上の特別管理産業廃棄物を排出する事業者を多量排

出事業者として規定しており、産業廃棄物の減量その他の処理に関する計画書及びその実施状況

報告書を策定し、都道府県知事に提出することが義務付けられている。 

 

・地域循環共生圏 

第五次環境基本計画（2018（平成 30）年４月閣議決定）で提唱された、各地域が美しい自然

景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて

資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。 

 

・中間処理  

 収集したごみの焼却、汚泥の脱水、不燃ごみの破砕、選別などにより、できるだけごみの体積

と重量を減らし、最終処分場への埋立て後も環境に悪影響を与えないように処理すること。さら

に、鉄やアルミ、ガラスなど再資源として利用できるものを選別回収し、有効利用する役割もあ

る。 

 

・てまえどり 

購入してすぐに食べる場合に、商品棚の手前にある商品等、販売期限の迫った商品を積極的に

選ぶ購買行動。 

 

・特別管理一般（産業）廃棄物  

 廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性があるなど人の健康または生活環境に被害を及ぼすおそ

れがある性状を有するもの。他の廃棄物と区別しての収集運搬や、特定の方法による処理を義務

付けるなど、特別な処理基準が適用される。特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物ともに政

令で指定することとされており、特定の施設から生じるばいじん、病院等から生ずる感染性廃棄

物、廃ＰＣＢ、廃石綿などが指定されている。 



資料-27 

 

【な行】   

・熱回収（サーマルリサイクル／サーマルリカバリー） 

 廃棄物から熱エネルギーを回収することであり、ＲＤＦやＲＰＦなどの固形燃料化を含む。 

ごみの焼却から得られる熱を利用し、発電、施設内の暖房・給湯、温水プール、地域暖房等が

行われる。リユース、マテリアルリサイクルを繰り返した後でもサーマルリサイクルは可能であ

ることから、循環型社会形成推進基本法では、原則としてリユース、マテリアルリサイクルがサ

ーマルリサイクルに優先することとされている。 

 

【は行】 

・バイオマス 

 木材、下水汚泥、生ごみなどの生物資源を原料としたエネルギー資源及び工業原料などの総

称。2002（平成 14）年１月、新たに「新エネルギー」として位置付けられた。バイオマスを燃

焼して発生する二酸化炭素は植物の成長過程で取り入れられたものであり、大気中の二酸化炭素

の増減には影響を与えないという「カーボンニュートラル」の特性を有し、地球温暖化対策上も

注目されている。2002（平成 14）年 12月には、「バイオマス・ニッポン総合戦略」が策定さ

れ、政府として本格的な利活用に積極的に取り組むこととされた。 

 

・バイオマスプラスチック／バイオプラスチック 

原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチック素材のこと。なお、バイオ

マスプラスチック（原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチック）と生分

解性プラスチック（ある一定の条件の下で自然界に豊富に存在する微生物などの働きによって分

解する性質を持つプラスチック）の総称として、バイオプラスチックという。 

 

・廃棄物 

 廃棄物とは、その物を占有している者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができな

いため不要となった物をいい、ごみ、し尿などの固形状又は液状のものをいう。廃棄物の中に

は、主として家庭から発生する厨芥などの一般廃棄物と、主として工場から発生する汚泥などの

産業廃棄物の二つに大別される。 

 

・廃棄物処理法／廃掃法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）） 

 廃棄物の排出を抑制し、その適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をすること

を目的とした法律で、廃棄物処理施設の設置規制、廃棄物処理業者に対する規制、廃棄物処理基

準を内容とする。 

 

・廃棄物輸入規制（2017（平成 29）年～） 

 中国では、使用済みプラスチックや古紙類等を資源として輸入し、リサイクルを行っていた

が、中国国内での不適正処理等による環境汚染が深刻化したことを受け、2017（平成 29）年末
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から、これらの輸入を段階的に禁止した。この影響により、行き場を失った世界の循環資源が東

南アジア諸国に流れ、更にこれらの国々でも同様の輸入禁止が講じられるなど、世界的に大きな

影響があった。 

 

・フードドライブ／フードバンク活動 

フードドライブは、家庭で余っている食品を集めて、社会福祉協議会などの生活困窮者支援団

体、こども食堂、福祉施設などに寄付する活動のこと。また、包装の印字ミスや賞味期限が近い

など、食品の品質には問題ないが、通常の販売や摂取が困難な食品・食材を、NPO等が食品メー

カーや個人から引き取って、福祉施設等へ無償提供する取組みをフードバンク活動という。 

 

・不法投棄防止協力協定 

 廃棄物の不法投棄の撲滅に向けて、県と民間事業者等が連携・協力して監視の目を増やし、不

法投棄の早期発見・拡大防止を図ることを目的として 2005（平成 17）年度から締結している協

定。「通報協定」（日常業務等で発見した不法投棄個所の通報、従業員等への研修会に対する支

援）と「啓発協定」（ポスター・チラシ等の啓発資料の店舗掲示、県からの啓発資料の提供）が

ある。これにより、日常的に県内全域を細やかに監視する体制が構築されることになる。 

 

・プラスチック資源循環戦略 

第四次循環型社会形成推進基本計画を踏まえ、資源・廃棄物制約、海洋プラスチックごみ問

題、地球温暖化、アジア各国による廃棄物の輸入規制等の幅広い課題に対応するため、３Ｒ＋

Renewable（紙、バイオマスプラスチック等の再生可能資源への代替）を基本原則としたプラス

チックの資源循環を総合的に推進するための戦略。 

 

・プラスチック資源循環促進法 

（プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和３年法律第 60号）） 

プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プ

ラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化

を促進するための制度の創設等について定めた法律。 

 

【ま行】 

・マイクロプラスチック 

微細なプラスチックごみ（５㎜以下）のこと。含有／吸着する化学物質が食物連鎖に取り込ま

れ、生態系に影響を及ぼすことが懸念されている。 

マイクロサイズで製造された「一次的マイクロプラスチック」（洗顔料・歯磨き粉等のスクラ

ブ材等に利用されているマイクロビーズ等）と、大きなサイズで製造されたプラスチックが自然

環境中で破砕・細分化されて、マイクロサイズになった「二次的マイクロプラスチック」があ

る。 
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・木質バイオマス 

再生可能な生物由来の有機性資源（化石燃料は除く。）のうち、木材からなるバイオマスのこ

と。 

 

【や行】 

・山形県環境学習支援団体認定制度 

 2004（平成 16）年度に創設した、県内で環境学習施設見学や環境学習講座等を通じて環境学

習を支援している民間団体や事業者を登録する制度。質の高い環境学習の機会の提供を行ってい

る団体の情報を県民に広く知らせ、自発的な環境保全活動への取組みを支援することを目的とし

ている。 

 

・山形県リサイクル製品認定制度／山形県リサイクルシステム認証制度 

山形県リサイクル製品認定制度は、廃棄物を減らし、資源を有効に活用するリサイクルを進め

るため、本県内で排出される廃棄物等の循環資源を主たる原材料として、県内の事業所で製造・

加工される製品のうち、品質・性能が均一で安全なものを認定する制度。また、山形県リサイク

ルシステム認証制度は、主として本県内で排出される循環資源を利用して、県内で展開される優

れたリサイクルシステムを認証する制度。 

 

・容器包装リサイクル法 

（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第 112号）） 

一般廃棄物の減量及び再生資源の利用を図るため、家庭ごみの大きな割合を占める容器包装廃

棄物について、消費者は分別して排出する、市町村は分別収集する、容器を製造する又は販売す

る商品に容器包装を用いる事業者は再商品化を実施するという新たな役割分担を定めた法律。 

 

・溶融スラグ 

焼却灰等の廃棄物を超高温（1,200℃以上）下で加熱、燃焼させ溶融した後に冷却し生成され

たガラス質の固化物。 

 

【ら行】 

・リサイクル（再生利用） 

廃棄物等を原材料として再利用すること。廃棄物等を製品の材料としてそのまま利用すること

をマテリアルリサイクル（例：びんを砕いてカレット（ガラス破砕物）にした上で再度びんを製

造する等）、化学的に処理して利用することをケミカルリサイクルという（例：ペットボトルを

化学分解して再度ペットボトルにする等）。広義には、熱回収（サーマルリサイクル／サーマル

リカバリー）を含めた概念として用いられる。 

 

・リサイクルポート（総合静脈物流拠点港） 

国土交通省では、広域的なリサイクル施設の立地に対応した静脈物流ネットワークの拠点とな
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る港湾を「リサイクルポート」として指定しており、2025（令和７）年現在、全国で 22港が指

定されている。本県では、2003（平成 15）年４月に酒田港が指定された。 

 

・リサイクル率 

 ごみの排出量に対する資源化量の割合。次の式により算出される。 

（リサイクル率）＝（直接資源化量＋中間処理後再生利用量＋集団回収量） 

／（ごみ処理量＋集団回収量）×100 

なお、本計画の基本的数値目標では、より実態に近い数値とするため、民間の一般廃棄物処理

施設における資源化量、スーパーにおける店頭回収量を加えて算出した数値により評価を行って

いる。 

 

・リデュース（発生抑制） 

廃棄物の発生自体を抑制すること。リユース、リサイクルに優先される。リデュースのために

は、事業者には原材料の効率的利用、使い捨て製品の製造・販売等の自粛、製品の長寿命化など

製品の設計から販売に至るすべての段階での取組みが求められる。また、消費者は、使い捨て製

品や不要物を購入しない、過剰包装を断る、良い品を長く使う、食べ残しを出さないなどライフ

スタイル全般にわたる取組みが必要。 

 

・リユース（再使用） 

使用された製品や部品、容器等を再使用すること。具体的には、①あるユーザーから回収され

た使用済み機器等をそのまま、もしくは修理などを施した上で再び別のユーザーが利用する「製

品リユース」、②製品を提供するための容器等を繰り返し使用する「リターナブル」、③ユーザー

から回収された機器などから再使用可能な部品を選別し、そのまま、もしくは修理等を施した上

で再度使用する「部品リユース」などがある。 

 

【アルファベット】 

・ＰＣＢ：Poly Chlorinated Biphenyl（ポリ塩化ビフェニル） 

 ポリ塩化ビフェニルの略称。1929（昭和４）年に初めて工業製品化されて以来、その安全性、

耐熱性、絶縁性を利用して電気絶縁油、感圧紙等、様々な用途に用いられてきたが、環境中で難

分解性であり、生物に蓄積しやすくかつ慢性毒性がある物質であることが明らかになり、生産・

使用の中止等の行政指導を経て、1974（昭和 49）年に化学物質審査規制法に基づき製造及び輸

入が原則禁止された。また、ＰＣＢ廃棄物については、処理施設の整備が進まなかったことなど

から事業者が長期間保管し続けてきており、2001（平成 13）年にＰＣＢ廃棄物処理特別措置法

が制定され、2026（令和８）年度末までに処理を終えることとしている。 

 

・ＰＣＢ廃棄物処理特別措置法 

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成 13年法律 65号）） 
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 ＰＣＢ廃棄物について、処理体制の速やかな整備と確実かつ適正な処理を推進し、国民の健康

の保護と生活環境の保全を図ることを目的として定められたもの。処分そのものを定められた期

限※までに確実に行う点に重きを置いて立法措置がとられた。 

※高濃度ＰＣＢ廃棄物（変圧器・コンデンサー）： 2022（令和４）年３月 31日まで 

     〃    （ 安定器及び汚染物等 ）： 2023（令和５）年３月 31日まで 

低濃度ＰＣＢ廃棄物            ： 2027（令和９）年３月 31日まで 

 （いずれも山形県の場合） 

 

・ＲＤＦ：Refuse Derived Fuel（ごみ固形燃料） 

 生ごみ、廃プラスチック、古紙などの可燃性のごみを粉砕・乾燥した後に生石灰を混合して、

圧縮・固化して製造する固形燃料。 

 

・ＲＰＦ：Refuse derived Paper and Plastics densified Fuel 

 主に産業廃棄物のうち、マテリアルリサイクルが困難な古紙及び廃プラスチック類を主原料と

した固形燃料 

 

・ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標） 

 ⇒「持続可能な開発目標」を参照。 


